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礼
記
注
疏
訳
注
稿
（
八
）
―
曾
子
問
第
七
（
二
）
―

末
永

高
康

凡
例

一

本
稿
は
阮
刻
十
三
経
注
疏
の
礼
記
曾
子
問
第
七
（
曾
子
問
曰
如
已
葬
而
世

子
生
節
よ
り
孔
子
問
曰
諸
侯
適
天
子
節
ま
で
）
に
対
す
る
訳
注
稿
で
あ
る
。

た
だ
し
、
音
義
お
よ
び
校
勘
記
は
省
略
し
て
あ
る
。

二

底
本
は
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雕
の
い
わ
ゆ
る
「
阮
刻
十
三
経
注

疏
本
」
を
用
い
た
が
、
八
行
本
（
『
影
印
南
宋
越
刊
八
行
本
礼
記
正
義
』

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
に
よ
る
）
等
に
よ
り
底
本
を
一
部
改
め

た
部
分
が
あ
る
。

三

各
部
分
の
冒
頭
に
底
本
に
お
け
る
葉
数
・
表
裏
・
行
数
を
示
し
た
。
疏
に

つ
い
て
は
適
宜
分
割
し
て
経
、
注
の
後
ろ
に
割
り
当
て
て
あ
る
。

四

十
三
経
注
疏
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
「
阮
刻
十
三
経
注
疏
本
」
の
巻

葉
数
を1-2a3

（
一
巻
二
葉
表
三
行
）
、4-5b6

（
四
巻
五
葉
裏
六
行
）
等
の

形
で
記
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
巻
数
、
行
数
は
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。

【
経
】
（
五
葉
裏
二
行
）

○
曾
子
問
曰
、
如
已
葬
而
世
子
生
、
則
如
之
何
。
孔
子
曰
、
大
宰
大
宗
從
大
祝

而
告
于
禰
。

［
書
き
下
し
文
］

○
曾
子
問
ひ
て
曰
く
、「
如
し
已
に
葬
り
て
世
子
生
る
れ
ば
、
則
ち
之
を
如
何
」

と
。
孔
子
曰
く
、
「
大
宰
大
宗
、
大
祝
に
従
ひ
て
禰
に
告
ぐ
。

［
現
代
語
訳
］

○
曾
子
が
質
問
し
て
言
う
、
「
も
し
す
で
に
（
墓
に
）
埋
葬
し
た
後
に
世
子
が

生
れ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
と
。
孔
子
は
答
え
て
言
う
、
「
大
宰

大
宗
が
大
祝
に
つ
き
従
っ
て
禰
（
殯
宮
に
安
置
さ
れ
て
い
る
父
の
木
主
）
に
（
世

子
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
）
告
げ
る
。

【
注
】
（
五
葉
裏
三
行
）

告
主
①
也
。

①
底
本
は
「
生
」
に
作
る
。
『
校
勘
記
』
が
疏
の
文
に
よ
り
「
主
」
に
作
る

べ
し
と
す
る
の
に
従
う
。

［
書
き
下
し
文
］
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主
に
告
ぐ
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

（
父
の
）
木
主
に
告
げ
る
の
で
あ
る

【
疏
】
（
五
葉
裏
五
行
）

○
正
義
曰
、
此
一
節
因
前
論
問
君
未
葬
而
世
子
生
、
今
更
問
已
葬
後
世
子
生
之

禮
。
○
大
宰
大
宗
從
大
祝
而
告
于
禰
者
、
禰
、
父
、
殯
宮
之
主
也
。
既
葬
訖
、

殯
無
尸
柩
、
唯
有
主
在
、
故
告
於
主
、
漸
神
事
之
故
也
。
同
廟
主
之
名
、
故
曰

禰
也
。
然
直
云
三
人
告
禰
、
不
云
攝
主
者
、
葬
時
攝
主
、
已
弁
絰
葛
、
以
交
神

明
。
葬
竟
、
又
服
受
服
。
喪
之
大
事
便
①
畢
、
攝
主
亦
無
復
有
②
事
。
故
子
生

則
攝
主
不
復
與
羣
臣
列
位
西
階
下
、
故
自
還
依
大
宰
之
禮
、
與
大
宰
大
宗
從
大

祝
、
裨
冕
而
告
殯
宮
中
主
也
。
不
云
裨
冕
者
、
未
葬
尚
裨
冕
、
葬
後
不
言
、
自

顯
也
。
不
云
束
帛
者
、
凡
告
、
必
制
幣
、
從
之
可
知
也
。
不
言
盡
階
不
升
者
、

三
人
例
是
升
者
、
非
不
升
也
。
不
言
某
之
子
生
敢
告
者
、
亦
自
可
知
也
。

①
底
本
は
「
事
便
」
を
「
節
更
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

②
底
本
は
「
有
」
下
に
「
此
」
字
あ
り
。
『
校
勘
記
』
に
従
い
削
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
の
一
節
、
前
論
君
未
だ
葬
む
ら
れ
ず
し
て
世
子
生
る
る
を

問
ふ
に
因
り
、
今
更
に
已
に
葬
る
の
後
世
子
生
る
る
の
礼
を
問
ふ
。
○
「
大
宰

大
宗
、
大
祝
に
従
ひ
て
禰
に
告
ぐ
」
と
は
、
禰
は
、
父
、
殯
宮
の
主
な
り
①
。

既
に
葬
り
訖
り
、
殯
に
尸
柩
②
無
く
、
唯
だ
主
の
在
る
有
り
、
故
に
主
に
告
ぐ
、

漸
く
神
事
す
る
が
故
な
り
。
廟
主
の
名
に
同
じ
く
す
、
故
に
禰
と
曰
ふ
。
然
ら

ば
直
だ
三
人
禰
に
告
ぐ
と
云
ひ
て
、
攝
主
を
云
は
ざ
る
は
、
葬
時
の
攝
主
、
已

に
弁
絰
葛
し
て
、
以
て
神
明
と
交
は
る
。
葬
り
竟
り
、
又
た
受
服
を
服
す
③
。

喪
の
大
事
便
ち
畢
り
、
攝
主
も
亦
た
復
た
事
有
る
無
し
。
故
に
子
生
る
れ
ば
則

ち
攝
主
復
た
群
臣
と
西
階
下
に
列
位
せ
ず
④
、
故
に
自
ら
還
り
て
大
宰
の
礼
に

依
り
、
大
宰
大
宗
と
大
祝
に
従
ひ
、
裨
冕
し
て
殯
宮
中
の
主
に
告
ぐ
る
な
り
。

裨
冕
を
云
は
ざ
る
は
、
未
だ
葬
ら
ざ
る
も
尚
ほ
裨
冕
す
⑤
、
葬
後
に
言
は
ざ
る

は
、
自
ら
顕
ら
か
な
れ
ば
な
り
。
束
帛
を
云
は
ざ
る
は
、
凡
そ
告
、
必
ず
制
幣

あ
り
、
之
に
従
り
て
知
る
べ
き
な
り
⑥
。
「
階
を
尽
く
し
て
升
ら
ず
」
と
言
は

ざ
る
は
、
三
人
例
と
し
て
是
れ
升
ら
ば
⑦
、
升
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
「
某

の
子
生
る
、
敢
へ
て
告
ぐ
」
と
言
は
ざ
る
は
⑧
、
亦
た
自
ら
知
る
べ
け
れ
ば
な

り
。

①
「
殯
宮
」
の
語
は
『
儀
礼
』
既
夕
礼40-4a

に
見
え
る
。
諸
侯
に
「
主
」

が
あ
る
の
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
三
十
三
年
伝17-19b

「
凡
君
薨
、

卒
哭
而
祔
、
祔
而
作
主
、
特
祀
於
主
」
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ

の
規
定
に
従
う
な
ら
ば
「
祔
」
以
前
に
は
「
主
」
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
る
。
た
だ
、
『
礼
記
』
檀
弓
下9-12a

に
「
重
主
道
也
。
（
注12a9

：
始
死
、
未
作
主
、
以
重
主
其
神
也
。
重
既
虞
而
埋
之
、
乃
後
作
主
。

春
秋
傳
曰
、
虞
主
用
桑
、
練
主
用
栗
。
）
殷
主
綴
重
焉
。
（
注12a10

：
綴

猶
聯
也
。
殷
人
作
主
、
而
聯
其
重
、
縣
諸
廟
也
。
去
顯
考
乃
埋
之
。
）
周

主
重
徹
焉
。
（
注12b1

：
周
人
作
主
、
徹
重
埋
之
。
）
」
と
あ
り
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
「
主
」
を
作
る
前
は
「
重
」
が
そ
の
代
理
と
な
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
、
鄭
玄
は
『
礼
記
』
雑
記
上41-11a

の
「
重
既
虞
而
埋

之
」
を
根
拠
に
、
虞
後
に
「
重
」
が
埋
め
ら
れ
て
後
に
「
主
」
が
作
ら

れ
る
と
し
て
い
る
（
な
お
、
『
儀
礼
』
の
喪
礼
の
経
で
「
重
」
が
最
後
に

出
て
く
る
の
は
既
夕
礼39-9a

「
甸
人
抗
重
」
で
士
虞
礼
に
「
重
」
に
つ
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い
て
の
記
載
は
な
い
）
。
鄭
玄
引
く
春
秋
伝
は
、
『
春
秋
公
羊
伝
』
文
公

二
年13-4a

文
。
そ
の
何
休
注4a9

に
「
禮
士
虞
記
曰
、
桑
主
不
文
、
吉

主
皆
刻
而
謚
之
」
と
あ
る
が
、
今
本
士
虞
記
に
こ
の
文
は
見
え
な
い
し
、

そ
も
そ
も
今
本
『
儀
礼
』
で
は
「
主
」
に
つ
い
て
記
す
部
分
は
存
在
し

て
い
な
い
。

②
「
尸
柩
」
は
亡
骸
。
『
礼
記
』
曲
礼
下

5-21a

「
在
牀
曰
尸
、
在
棺
曰

柩
」
（
問
喪56-14b
同
文
）
参
照
。

③
『
礼
記
』
檀
弓
下9-14b

「
弁
絰
葛
而
葬
、
與
神
交
之
道
也
。
」
注14b8

「
接
神
之
道
、
不
可
以
純
凶
。
天
子
諸
侯
變
服
而
葬
、
冠
素
弁
、
以
葛

爲
環
絰
。
既
虞
卒
哭
、
乃
服
受
服
也
。
」
参
照
。
こ
の
注
で
は
「
既
虞
卒

哭
、
乃
服
受
服
也
」
と
言
う
が
、『
儀
礼
』
喪
服
・
成
人
大
功
章
注31-16a9

で
は
「
凡
天
子
諸
侯
卿
大
夫
既
虞
、
士
卒
哭
而
受
服
」
と
天
子
諸
侯
の

場
合
は
虞
の
後
に
「
受
服
」
す
る
（
喪
服
を
軽
い
も
の
に
改
め
る
）
と

し
て
お
り
、
皇
侃
は
檀
弓
下
注
に
「
卒
哭
」
二
字
が
あ
る
の
を
誤
り
と

す
る
（
檀
弓
下
疏9-15a5

）
。
た
だ
、
初
虞
は
葬
日
と
同
日
で
あ
る
に
せ

よ
、
葬
後
に
受
服
を
服
す
と
す
る
記
述
は
他
に
無
く
、
こ
こ
の
「
受
服

を
服
す
」
は
単
に
も
と
の
喪
服
に
改
め
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

④
葬
前
に
世
子
が
生
ま
れ
た
場
合
は

1a

「
攝
主
北
面
於
西
階
南
」
と
な

っ
て
い
る
。

⑤
前
節1a

参
照
。

⑥
「
制
幣
」
の
語
は
『
儀
礼
』
既
夕
礼40-20a

「
襲
贈
用
制
幣
玄
纁
束
」

に
見
え
る
。
そ
の
注2a2

「
丈
八
尺
曰
制
、
二
制
合
之
、
束
十
制
五
合
。
」

疏2a3

「
云
丈
八
尺
曰
制
者
、
朝
貢
禮
及
巡
狩
禮
、
皆
有
此
文
。
以
丈
八

尺
、
名
爲
制
。
昏
禮
、
幣
用
二
丈
、
取
成
數
。
凡
禮
幣
皆
用
制
者
、
取

以
儉
爲
節
。
聘
禮19-5b

云
、
「
釋
幣
制
玄
纁
束
。
」
注5b4

云
、
「
凡
物

十
曰
束
、
玄
纁
之
率
、
玄
居
三
纁
居
二
。
」
此
注
云
、
二
制
合
之
、
束
十

制
五
合
者
、
則
毎
一
端
丈
八
尺
、
二
端
爲
一
匹
、
五
匹
合
爲
十
制
也
。
」

参
照
。

⑦
前
節1a

お
よ
び3b

参
照
。

⑧
前
節1a

で
は
、
祝
は
「
某
子
生
、
敢
告
」
と
告
げ
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
節
で
は
、
前
節
の
論
で
君
が
ま
だ
埋
葬
さ
れ
る
前
に

世
子
が
生
れ
た
場
合
を
質
問
し
て
い
る
の
に
因
り
、
今
さ
ら
に
す
で
に
埋
葬
さ

れ
た
後
に
世
子
が
生
れ
た
場
合
の
礼
を
質
問
し
て
い
る
の
だ
。
○
「
大
宰
大
宗
、

大
祝
に
従
ひ
て
禰
に
告
ぐ
」
と
は
、
禰
は
、
父
の
こ
と
で
、
（
こ
こ
で
は
）
殯

宮
の
木
主
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
（
父
を
墓
に
）
埋
葬
し
て
お
り
、
殯
（
宮
）

に
（
父
の
）
亡
骸
は
な
く
、
た
だ
そ
の
（
神
が
宿
る
）
木
主
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
こ
で
木
主
に
告
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
（
虞
に
至
っ
て
）
神
と
し
て
（
父

に
）
事
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
父
の
）
廟
主
の
名
と
同
じ
よ
う

に
、
「
禰
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
。
な
ら
ば
こ
こ
で
だ
た
（
大
宰
・
大
宗
・
大

祝
の
）
三
人
が
禰
に
告
げ
る
と
言
っ
て
、
攝
主
に
つ
い
て
言
わ
な
い
の
は
、
埋

葬
時
の
攝
主
は
、
（
凶
服
を
改
め
て
）
す
で
に
素
弁
を
か
む
り
葛
の
還
絰
を
つ

け
て
、
そ
う
し
て
神
明
と
交
わ
り
、
埋
葬
が
終
わ
っ
て
、
ま
た
も
と
の
喪
服
を

付
け
る
。
（
埋
葬
と
い
う
）
喪
の
大
事
が
こ
こ
で
終
わ
っ
て
、
攝
主
も
ふ
た
た

び
事
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
（
埋
葬
後
に
）
子
が
生
れ
る
と
攝
主

は
ふ
た
た
び
群
臣
と
西
階
下
の
位
に
列
す
る
こ
と
は
し
な
い
、
だ
か
ら
自
か
ら

礼記注疏訳注稿（八）―曾子問第七（二）―（末永）



78

（
本
来
の
立
場
に
）
も
ど
っ
て
大
宰
の
礼
に
依
り
、
大
宰
大
宗
と
大
祝
に
従
っ

て
、
裨
冕
を
つ
け
て
殯
宮
中
の
木
主
に
告
げ
る
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
）
裨
冕

に
つ
い
て
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
ま
だ
埋
葬
す
る
前
で
あ
っ
て
も
裨
冕
を
つ
け

て
（
子
が
生
ま
れ
た
の
を
告
げ
て
）
い
た
の
で
あ
り
、
（
こ
れ
を
）
埋
葬
後
に

言
わ
な
い
の
は
、（
裨
冕
を
つ
け
る
こ
と
が
）
自
か
ら
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

束
帛
に
つ
い
て
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
凡
そ
（
神
に
）
告
げ
る
に
は
、
必
ず
制

幣
を
用
い
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
（
束
帛
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
）
わ
か
る
の
だ
。

「
階
段
を
上
り
を
尽
く
す
が
（
堂
に
は
）
升
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
な
い
の
は
、

三
人
が
升
る
場
合
、（
階
段
の
上
段
に
三
人
が
並
ぶ
こ
と
は
な
い
か
ら
、
堂
に
）

升
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
だ
。「
某
の
子
生
る
、
敢
へ
て
告
ぐ
」
と
（
口

上
に
つ
い
て
）
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
自
か
ら
明
ら
か
だ
か
ら
だ
。

【
経
】
（
五
葉
裏
四
行
）

三
月
乃
名
于
禰
、
以
名
徧
告
、
及
社
稷
①
宗
廟
山
川
。

①
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
は
「
社
稷
」
二
字
を
衍
字
と
す
る
が
、
こ
こ

で
は
テ
キ
ス
ト
を
改
め
な
い
で
お
く
。

［
書
き
下
し
文
］

三
月
に
し
て
乃
ち
禰
に
名
づ
け
、
名
を
以
て
徧
く
告
げ
、
社
稷
宗
廟
山
川
に
及

ぶ
」
と
。

［
現
代
語
訳
］

三
か
月
が
過
ぎ
て
か
ら
（
子
を
禰
に
見
え
さ
せ
）
、
禰
の
前
で
（
子
に
）
名
付

け
、
（
子
の
）
名
を
社
稷
宗
廟
山
川
に
及
ぶ
ま
で
あ
ま
ね
く
告
げ
る
」
と
。

【
疏
】
（
五
葉
裏
十
行
）

三
月
乃
名
于
禰
者
、
葬
後
神
事
之
、
故
依
平
常
之
禮
、
三
日
不
見
也
。
三
月
乃

見
、
因
見
乃
名
、
故
云
乃
名
于
禰
也
。
從
見
之
人
、
與
告
生
不
異
、
故
不
重
言

也
。
雖
三
日
不
見
、
其
成
服
衰
絰
、
自
依
常
禮
也
。
○
以
名
徧
告
及
社
稷
宗
廟

山
川
者
、
名
於
禰
既
畢
、
宰
亦
命
祝
史
徧
告
也
。
不
言
宰
命
祝
史
、
從
可
知
也
。

又
前
不
云
社
稷
宗
廟
、
此
不
云
五
祀
、
相
互
明
也
。
王
肅
云
、
前
三
日
名
之
、

云
未
葬
當
稱
子
某
、
故
三
日
因
名
之
。
此
經
既
葬
、
稱
子
不
稱
名
、
故
三
月
乃

名
也
。
鄭
云
、
稱
世
子
生
、
喪
在
殯
告
五
祀
山
川
耳
。
五
祀
、
殯
宮
之
五
祀
。

山
川
、
國
鎮
之
重
、
不
可
不
告
、
故
越
社
稷
告
之
。
既
葬
而
世
子
生
、
三
月
而

名
。
葬
後
三
月
、
於
禮
已
祔
廟
、
故
告
可
及
廟
。
廟
與
社
稷
相
連
、
不
得
不
告

社
稷
。

［
書
き
下
し
文
］

「
三
月
に
し
て
乃
ち
禰
に
名
づ
く
」
と
は
、
葬
後
は
之
に
神
事
す
、
故
に
平
常

の
礼
に
依
り
、
三
日
に
見
え
ざ
る
な
り
①
。
三
月
に
し
て
乃
ち
見
え
、
見
ゆ
る

に
因
り
て
乃
ち
名
づ
く
、
故
に
「
乃
ち
禰
に
名
づ
く
」
と
云
ふ
な
り
。
従
い
見

ゆ
る
の
人
、
生
を
告
ぐ
る
と
異
な
ら
ず
、
故
に
重
ね
て
言
は
ざ
る
な
り
。
三
日

に
見
え
ず
と
雖
も
、
其
の
服
を
成
し
て
衰
絰
す
る
は
、
自
ら
常
礼
に
依
る
な
り

②
。
○
「
名
を
以
て
徧
く
告
げ
、
社
稷
宗
廟
山
川
に
及
ぶ
」
と
は
、
禰
に
名
づ

く
こ
と
既
に
畢
り
、
宰
亦
た
祝
史
に
命
じ
て
徧
く
告
げ
し
む
る
な
り
。
宰
の
祝

史
に
命
ず
る
を
言
は
ざ
る
は
、
従
ひ
て
知
る
べ
け
れ
ば
な
り
。
又
た
前
に
社
稷

宗
廟
を
云
は
ず
、
此
に
五
祀
を
云
は
ざ
る
は
、
相
互
に
明
ら
む
れ
ば
な
り
。
王

肅
云
ふ
、
「
前
に
三
日
に
し
て
之
に
名
づ
く
は
、
未
だ
葬
む
ら
ざ
れ
ば
当
に
子

某
と
称
す
る
べ
き
を
云
ふ
、
故
に
三
日
に
し
て
因
り
て
之
に
名
づ
く
。
此
の
経
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既
に
葬
れ
ば
、
子
と
称
し
て
名
を
称
せ
ず
、
故
に
三
月
に
し
て
乃
ち
名
づ
く
る

な
り
」
と
③
。
鄭
云
ふ
④
、
「
世
子
の
生
る
る
を
称
す
る
は
、
喪
、
殯
に
在
り

て
は
五
祀
山
川
に
告
ぐ
る
の
み
。
五
祀
は
、
殯
宮
の
五
祀
、
山
川
は
、
国
鎮
の

重
⑤
、
告
げ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
故
に
社
稷
を
越
へ
て
之
に
告
ぐ
。
既
に
葬
し
て

世
子
生
る
れ
ば
、
三
月
に
し
て
名
づ
く
。
葬
後
三
月
、
礼
に
於
て
已
に
廟
に
祔

す
⑥
、
故
に
告
げ
て
廟
に
及
ぶ
べ
し
。
廟
と
社
稷
と
相
ひ
連
な
れ
ば
、
社
稷
に

告
げ
ざ
る
を
得
ず
」
と
。

①
上
文
の
経3b
で
は
、
殯
時
に
世
子
が
生
ま
れ
た
場
合
は
、
生
後
三
日

目
に
子
は
父
の
殯
に
見
え
、
そ
の
時
に
そ
の
名
が
呼
ば
れ
て
い
る
。
常

礼
に
お
い
て
生
後
三
か
月
目
に
子
が
父
に
見
え
、
名
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
上
文
の
疏4a7
「
至
三
月
爲
名
之
時
、
則
始
見
之
也
」
に

対
す
る
注
記
を
参
照
。

②
常
礼
に
お
い
て
「
三
日
に
し
て
服
を
成
す
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
儀

礼
』
士
喪
礼

37-11a

「
三
日
成
服
」
参
照
。
こ
の
常
礼
に
お
け
る
「
三

日
」
は
父
の
死
後
三
日
目
（
死
日
を
一
日
目
と
数
え
る
の
で
あ
れ
ば
死

後
四
日
目
）
を
指
す
が
（
士
喪
礼
注11b1

参
照
）
、
こ
こ
で
の
「
三
日
」

は
子
の
生
後
三
日
を
指
す
。
お
そ
ら
く
『
礼
記
』
奔
喪
で
喪
に
駆
け
付

け
た
も
の
が
家
に
た
ど
り
着
い
て
父
の
亡
骸
と
対
面
し
た
日
か
ら
数
え

て
「
三
日
成
服
」
（56-2b

）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
な
ら
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
奔
喪
に
お
け
る
「
三
日
」
も
亡
骸
と
対
面
し
た
日
の
翌

日
を
一
日
目
と
数
え
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
こ
の
疏
に

お
け
る
「
三
日
」
も
子
が
生
ま
れ
て
、
父
の
死
と
向
か
い
合
う
こ
と
に

な
っ
た
翌
日
か
ら
数
え
て
三
日
目
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
経
文

3a

の
「
三
日
」
が
子
の
生
ま
れ
た
日
を
含
め
て
数
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

③
口
上
の
語
と
し
て
『
儀
礼
』
士
喪
礼
経37-16a

、19b

お
よ
び
士
虞
礼

記43-4b

、10b

、11a

に
「
哀
子
某
」
の
語
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
従

え
ば
、
葬
前
（
士
喪
礼
）
も
葬
後
（
士
虞
礼
）
も
、
子
は
自
分
の
名
を

言
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
王
粛
の
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

記
を
含
め
ず
に
経
に
限
定
す
れ
ば
、
士
虞
礼
経
で
子
が
自
分
の
名
を
言

う
場
面
は
出
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
「
此
経
」
が

記
を
排
除
し
た
表
現
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

④
こ
の
「
鄭
云
」
の
出
典
は
不
明
。
内
容
的
に
『
鄭
志
』
か
ら
の
引
用

の
よ
う
に
見
え
、
「
鄭
云
稱
」
は
あ
る
い
は
「
鄭
志
稱
」
の
誤
り
か
と
も

思
わ
れ
る
が
、
疏
で
は
「
鄭
志
曰
」
（
『
礼
記
』
檀
弓
上
疏8-25a8

）
「
鄭

志
云
」
（
『
礼
記
』
曲
礼
下
疏4-3a4

な
ど
）
の
形
で
『
鄭
志
』
が
引
か
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
論
語
稱
」
（
『
礼
記
』
緇
衣
疏55-4a6

な
ど
）
の

よ
う
に
「
稱
」
字
を
用
い
て
引
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

⑤
『
周
礼
』
夏
官
・
職
方
氏33-10a

「
東
南
曰
揚
州
、
其
山
鎮
曰
會
稽
」

（
『
逸
周
書
』
職
方
解
同
じ
）
の
よ
う
に
山
を
「
鎮
」
と
呼
ぶ
例
は
あ
る

が
（
ま
た
『
周
礼
』
春
官
・
大
司
楽

22-23a

「
四
鎮
五
嶽
崩
」
注23a7

「
四
鎮
、
山
之
重
大
者
」
参
照
）
、
川
を
含
め
て
「
鎮
」
と
呼
ぶ
例
は
無

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
山
を
代
表
と
し
て
「
鎮
」
と
呼
ん
だ
か
。

⑥
『
礼
記
』
檀
弓
下9-17a

に
「
卒
哭
曰
成
事
、
…17b

明
日
祔
于
祖
父
」

と
卒
哭
の
翌
日
に
祔
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
同
雑
記
下43-3a

に
「
諸
侯
五
月
而
葬
、
七
月
而
卒
哭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
葬
後
三
か

月
ま
で
に
は
廟
に
祔
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

礼記注疏訳注稿（八）―曾子問第七（二）―（末永）
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［
現
代
語
訳
］

「
三
月
に
し
て
乃
ち
禰
に
名
づ
く
」
と
は
、
埋
葬
後
は
（
亡
父
に
対
し
て
）
神

と
し
て
仕
え
る
、
だ
か
ら
平
常
の
礼
に
依
っ
て
、（
子
は
生
後
）
三
日
目
に
（
父

に
）
見
え
る
こ
と
を
し
な
い
。（
生
後
）
三
か
月
に
な
っ
て
は
じ
め
て
（
父
に
）

見
え
、
（
父
に
）
見
え
た
こ
と
に
因
っ
て
名
前
を
付
け
る
の
だ
、
だ
か
ら
「
乃

ち
禰
に
名
づ
く
」
と
言
う
の
だ
。
（
子
に
）
従
っ
て
（
父
に
）
見
え
る
人
は
、

生
れ
た
の
を
告
げ
る
場
合
と
異
な
ら
な
い
、
だ
か
ら
こ
こ
に
重
ね
て
言
っ
て
は

い
な
い
の
だ
。
（
生
後
）
三
日
目
に
（
父
に
）
見
え
な
い
の
だ
が
、
（
生
後
三

日
目
、
す
な
わ
ち
父
の
死
と
対
面
し
て
三
日
目
に
）
斬
斉
の
喪
服
に
着
替
え
る

と
い
う
の
は
、
お
の
ず
か
ら
常
礼
に
依
る
の
だ
。
○
「
名
を
以
て
徧
く
告
げ
、

社
稷
宗
廟
山
川
に
及
ぶ
」
と
は
、
禰
（
の
木
主
の
前
で
）
名
前
を
付
け
る
こ
と

が
終
わ
り
、
（
殯
時
に
子
が
生
ま
れ
た
時
と
同
じ
く
）
大
宰
が
ま
た
祝
史
に
命

じ
て
あ
ま
ね
く
（
そ
の
名
を
）
告
げ
さ
せ
る
の
だ
。
大
宰
が
祝
史
に
命
ず
る
こ

と
を
（
経
文
で
）
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
（
前
文
の
記
述
に
）
従
っ
て
（
こ
れ

を
）
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
ま
た
前
経
で
社
稷
宗
廟
（
に
告
げ
る
こ
と
）

を
言
わ
ず
、
こ
こ
で
五
祀
（
に
告
げ
る
こ
と
）
を
言
わ
な
い
の
は
、
相
互
に
（
参

照
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
す
べ
て
に
告
げ
る
こ
と
が
）
明
ら
か

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
王
肅
は
言
う
、
「
前
文
（
の
葬
前
に
世
子
が
生
ま
れ
た

場
合
）
で
（
生
後
）
三
日
目
に
子
に
名
付
け
て
い
る
の
は
、
ま
だ
埋
葬
し
て
い

な
け
れ
ば
（
父
の
柩
前
で
）
「
子
の
某
」
と
称
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

言
っ
た
も
の
で
、
だ
か
ら
（
父
に
見
え
る
生
後
）
三
日
目
に
子
に
名
付
け
る
の

だ
。
こ
の
経
で
は
既
に
埋
葬
し
て
い
て
、
（
神
前
で
は
）
「
子
」
と
の
み
称
し

て
そ
の
名
は
言
わ
な
い
、
だ
か
ら
（
あ
わ
て
て
名
付
け
る
必
要
が
な
く
、
通
常

と
同
じ
く
、
生
後
）
三
か
月
し
て
か
ら
よ
う
や
く
名
付
け
る
の
だ
」
と
。
鄭
玄

は
言
う
、
「
世
子
が
生
れ
た
の
を
称
し
告
げ
る
の
に
、
喪
が
殯
の
段
階
で
は
五

祀
山
川
に
告
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
五
祀
は
、
（
世
子
が
生
ま
れ
た
の
を
告

げ
る
場
で
あ
る
）
殯
宮
の
五
祀
で
、
山
川
は
、
国
の
鎮
（
し
ず
め
）
の
重
要
な

も
の
で
あ
る
か
ら
、
告
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
社
稷
を
飛
ば
し

て
先
に
こ
れ
ら
に
告
げ
る
の
だ
。
既
に
埋
葬
し
て
か
ら
世
子
が
生
れ
た
場
合
は
、

（
生
後
）
三
か
月
し
て
名
付
け
る
。
葬
後
の
三
月
で
あ
れ
ば
、
礼
と
し
て
（
父

の
神
は
）
す
で
に
廟
に
祔
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
宗
廟
に
ま
で
告
げ
る
の
だ
。

ま
た
廟
と
社
稷
と
は
相
ひ
連
な
っ
て
い
る
か
ら
、
（
廟
に
告
げ
れ
ば
）
社
稷
に

も
告
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
」
と
。

【
経
】
（
六
葉
表
五
行
）

○
孔
子
曰
、
諸
侯
適
天
子
、
必
告
于
祖
、
奠
于
禰
。

［
書
き
下
し
文
］

○
孔
子
曰
く
、
「
諸
侯
、
天
子
に
適
け
ば
、
必
ず
祖
に
告
げ
、
禰
に
奠
（
お
）

く
。

［
現
代
語
訳
］

○
孔
子
は
言
う
、
「
諸
侯
が
、
天
子
の
と
こ
ろ
に
行
く
場
合
に
は
、
必
ず
祖
廟

に
告
げ
、
禰
廟
（
父
廟
）
に
（
捧
げ
も
の
）
を
奠
く
。

【
注
】
（
六
葉
表
六
行
）

皆
奠
幣
以
告
之
、
互
文
也
。

［
書
き
下
し
文
］
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皆
な
幣
を
奠
き
て
以
て
之
に
告
ぐ
。
互
文
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

（
祖
廟
、
禰
廟
の
）
い
ず
れ
に
も
捧
げ
も
の
を
奠
い
て
告
げ
る
の
で
あ
る
。
互

文
で
（
あ
っ
て
、
「
告
」
、
「
奠
」
は
「
祖
」
「
禰
」
の
両
者
に
か
か
る
の
で
）

あ
る
。

【
疏
】
（
六
葉
裏
六
行
）

○
正
義
曰
、
此
一
節
論
諸
侯
朝
覲
①
天
子
將
出
之
禮
。
不
云
曾
子
問
、
直
云
孔

子
曰
者
、
以
此
與
上
事
連
文
、
上
既
云
以
名
徧
告
社
稷
宗
廟
、
因
論
出
朝
告
祖

禰
之
事
、
此
乃
因
上
起
文
也
。
此
篇
之
内
、
時
有
如
此
、
故
下
曾
子
問
云
、
除

喪
則
不
復
昏
禮
乎
。
孔
子
曰
、
祭
過
時
不
祭
禮
也
、
又
何
反
於
初
。
又
云
孔
子

曰
、
嫁
女
之
家
、
三
夜
不
息
燭
、
與
此
相
類
。
云
告
于
祖
、
亦
告
于
禰
也
。
言

奠
于
禰
、
亦
奠
于
祖
也
。

①
底
本
は
「
覲
」
字
な
し
。
『
校
勘
記
』
お
よ
び
八
行
本
に
よ
り
補
う
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
の
一
節
、
諸
侯
の
天
子
に
朝
覲
す
る
に
将
に
出
で
ん
と
す

る
の
礼
を
論
ず
。
「
曾
子
問
ふ
」
と
云
は
ず
、
直
ち
に
「
孔
子
曰
く
」
と
云
ふ

は
、
以
（
お
も
）
へ
ら
く
此
れ
上
事
と
文
を
連
ぬ
、
上
既
に
「
名
を
以
て
徧
く

社
稷
宗
廟
に
告
ぐ
」
と
云
ふ
、
因
り
て
出
で
て
朝
す
る
に
祖
禰
に
告
ぐ
る
の
事

を
論
ず
、
此
れ
乃
ち
上
に
因
り
て
文
を
起
す
な
り
。
此
の
篇
の
内
、
時
に
此
く

の
如
き
有
り
、
故
に
下16b

に
「
曾
子
問
ひ
て
云
ふ
、
喪
除
か
ば
則
ち
復
た
昏

礼
せ
ざ
る
か
、
と
。
孔
子
曰
く
、
祭
、
時
を
過
ぎ
て
祭
ら
ざ
る
は
礼
な
り
、
又

た
何
ぞ
初
に
反
ら
ん
、
と
」
と
あ
り
、
又
た
「
孔
子
曰
く
、
女
を
嫁
す
る
の
家
、

三
夜
燭
を
息
め
ず
、
と
」
と
云
ふ
は
、
此
と
相
ひ
類
す
①
。
「
祖
に
告
ぐ
」
と

云
は
ば
、
亦
た
禰
に
告
ぐ
る
な
り
。
「
禰
に
奠
く
」
と
言
は
ば
、
亦
た
祖
に
奠

く
な
り
。

①
こ
の
「
孔
子
曰
」
は
前
文
よ
り
は
、
む
し
ろ
後
文
の
た
め
に
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
疏
の
判
断
は
適
切
と
は
言
え
な
い
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
節
は
諸
侯
が
天
子
に
朝
覲
す
る
に
あ
た
り
、
出
発
に

際
し
て
の
礼
を
論
じ
て
い
る
。
「
曾
子
問
ふ
」
と
（
問
い
の
言
葉
を
）
言
わ
な

い
で
、
た
だ
ち
に
「
孔
子
曰
く
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
思
う
に
、
上
記
の
事

に
連
ね
て
記
し
た
も
の
で
、
上
文
で
既
に
「
名
を
あ
ま
ね
く
社
稷
宗
廟
に
告
げ

る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
関
連
し
て
朝
覲
の
出
立
に
際
し
て
祖
禰
の

廟
に
告
げ
る
事
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
上
文
に
関
連
し
て
文
を
起
こ

し
た
も
の
だ
。
こ
の
篇
の
内
に
は
、
時
に
こ
の
よ
う
な
部
分
が
あ
り
、
下
文
で

「
曾
子
は
問
う
、
『
（
父
母
の
）
喪
が
明
け
て
か
ら
ま
た
（
改
め
て
）
昏
礼
を

行
い
は
し
な
い
の
か
』
と
。
孔
子
は
答
え
る
『
祭
り
は
そ
の
時
を
過
ぎ
た
ら
祭

ら
な
い
の
が
礼
だ
。
ど
う
し
て
ま
た
初
め
に
戻
っ
た
り
し
よ
う
』
と
」
と
あ
り
、

（
曾
子
の
問
を
は
さ
ま
ず
に
引
き
続
い
て
）
ま
た
「
孔
子
は
言
う
、
『
女
（
む

す
め
）
を
嫁
が
せ
る
家
で
は
、
（
女
が
家
を
離
れ
た
後
）
三
晩
た
い
ま
つ
を
灯

し
続
け
る
の
だ
』
と
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
に
類
し
た
も
の
だ
。
「
祖

に
告
ぐ
」
と
言
え
ば
、
禰
に
も
ま
た
告
げ
る
の
で
あ
り
、
「
禰
に
奠
く
」
と
言

え
ば
、
祖
に
も
ま
た
奠
く
の
で
あ
る
。

【
経
】
（
六
葉
表
六
行
）
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冕
而
出
、
視
朝
。

［
書
き
下
し
文
］

冕
し
て
出
で
、
朝
を
視
る
。

［
現
代
語
訳
］

裨
冕
の
い
で
た
ち
で
、
国
朝
を
視
（
て
国
事
を
聴
き
）
、

【
注
】
（
六
葉
表
六
行
）

聽
國
事
也
。
諸
侯
朝
天
子
、
必
裨
冕
、
爲
將
廟
受
也
。
裨
冕
者
、
公
袞
、
侯
伯

鷩
、
子
男
毳
。

［
書
き
下
し
文
］

国
事
を
聴
く
な
り
。
諸
侯
、
天
子
に
朝
す
る
に
、
必
ず
裨
冕
す
る
は
①
、
将
に

廟
受
せ
ん
と
す
る
が
為
な
り
②
。
裨
冕
は
、
公
は
袞
、
侯
伯
は
鷩
、
子
男
は
毳

な
り
。①

諸
侯
が
天
子
に
朝
す
る
の
に
「
裨
冕
」
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
礼
記
』
玉
藻29-6a

「
（
諸
侯
）
裨
冕
以
朝
」
参
照
。
下
文
は
そ
の
注6a10

「
朝
天
子
也
。
裨
冕
、
公
衮
、
侯
伯
鷩
、
子
男
毳
也
」
に
同
じ
。
裨
冕

に
つ
い
て
は
、1a

「
大
祝
裨
冕
」
に
対
す
る
注
釈
を
参
照
。

②
「
廟
受
」
の
語
は
『
礼
記
』
聘
義63-2b

に
「
君
使
士
迎
于
竟
、
大
夫

郊
勞
、
君
親
拜
迎
于
大
門
之
内
而
廟
受
、
北
面
拜
貺
、
拜
君
命
之
辱
、

所
以
致
敬
也
」
と
見
え
る
。

［
現
代
語
訳
］

（
「
朝
を
視
る
」
と
は
）
国
事
を
聴
く
の
で
あ
る
。
諸
侯
は
、
天
子
に
朝
覲
す

る
に
あ
た
り
、
必
ず
裨
冕
を
つ
け
る
の
は
、
（
天
子
の
）
廟
で
事
を
受
け
る
か

ら
で
あ
る
。
裨
冕
（
に
お
け
る
衣
）
は
（
身
分
に
応
じ
て
異
な
り
）
、
公
は
袞
、

侯
伯
は
鷩
、
子
男
は
毳
で
あ
る
。

【
疏
】
（
六
葉
裏
九
行
）

○

裨
冕
、
謂
裨
衣
而
冕
。
裨
衣
者
、
公
袞
、
侯
伯
鷩
、
子
男
毳
。
視
朝
、
詔

聽
事
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

裨
冕
は
、
裨
衣
し
て
冕
す
る
を
謂
ふ
。
裨
衣
は
、
公
は
袞
、
侯
伯
は
鷩
、

子
男
は
毳
な
り
。
「
朝
を
視
る
」
と
は
、
詔
（
つ
）
げ
て
事
を
聴
く
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○

裨
冕
と
は
、
裨
衣
を
身
に
つ
け
て
冕
を
頭
に
つ
け
る
こ
と
を
言
う
。
（
冕
は

同
じ
だ
が
）
裨
衣
は
（
身
分
に
よ
り
異
な
り
）
、
公
は
袞
、
侯
伯
は
鷩
、
子
男

は
毳
で
あ
る
。
「
朝
を
視
る
」
と
は
、
（
臣
下
に
）
命
じ
て
国
事
を
聴
く
こ
と

だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
六
葉
裏
十
行
）

○

正
義
曰
、
聽
國
事
、
解
經
視
朝
之
事
。
云
諸
侯
朝
天
子
、
必
裨
冕
、
爲
將

廟
受
也
、
諸
侯
視
朝
、
當
用
玄
冠
緇
衣
素
裳
。
今
視
朝
而
服
裨
冕
之
服
者
、
按

覲
禮
、
侯
氏
裨
冕
、
天
子
受
之
於
廟
。
故
鄭
云
、
諸
侯
朝
天
子
、
必
裨
冕
、
爲

將
廟
受
也
。
言
天
子
於
廟
受
己
之
禮
。
今
諸
侯
往
朝
天
子
、
爲
天
子
將
欲
於
廟

中
受
己
之
禮
、
故
諸
侯
豫
敬
之
、
以
冕
服
視
朝
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

正
義
に
曰
く
、
「
国
事
を
聴
く
」
は
、
経
の
「
朝
を
視
る
」
の
事
を
解
す
る
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な
り
。
「
諸
侯
、
天
子
に
朝
す
る
に
、
必
ず
裨
冕
す
る
は
、
将
に
廟
受
せ
ん
と

す
る
が
為
な
り
」
と
云
ふ
は
、
諸
侯
、
朝
を
視
る
に
、
当
に
玄
冠
緇
衣
素
裳
を

用
ふ
べ
し
①
。
今
、
朝
を
視
る
に
裨
冕
の
服
を
服
す
る
は
、
按
ず
る
に
覲
礼
に
、

「
侯
氏
裨
冕
し
」
②
、
天
子
之
を
廟
に
受
く
③
、
と
。
故
に
鄭
「
諸
侯
、
天
子

に
朝
す
る
に
、
必
ず
裨
冕
す
る
は
、
将
に
廟
受
せ
ん
と
す
る
が
為
な
り
」
と
云

ふ
な
り
。
天
子
、
廟
に
於
て
己
を
受
く
る
の
礼
を
言
ふ
。
今
諸
侯
往
き
て
天
子

に
朝
す
、
天
子
将
に
廟
中
に
於
て
己
を
受
け
ん
と
欲
す
る
の
礼
あ
る
が
為
に
、

故
に
諸
侯
豫
め
之
を
敬
し
、
冕
服
を
以
て
朝
を
視
る
な
り
。

①
「
玄
冠
緇
衣
素
裳
」
は
所
謂
「
朝
服
」
で
あ
る
。
諸
侯
が
朝
服
で
朝

を
視
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
礼
記
』
玉
藻29-6b

「
（
諸
侯
）
朝
服
以
日

視
朝
於
内
朝
」
参
照
。
朝
服
に
つ
い
て
は
そ
の
注6b2

「
朝
服
、
冠
玄
端

素
裳
也
」
お
よ
び
『
儀
礼
』
士
冠
礼1-4a
「
主
人
玄
冠
朝
服
」
注4b1

「
朝

服
者
、
十
五
升
布
衣
而
素
裳
也
。
衣
不
言
色
者
、
衣
與
冠
同
也
」
参
照
。

「
緇
衣
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
鄭
風
・
緇
衣4.2-4b

「
緇
衣
之
宜
兮
」

伝

4b10

「
緇
、
黑
色
。
卿
士
聽
朝
之
正
服
也
」
お
よ
び
箋

5a1

「
緇
衣

者
、
居
私
朝
之
服
也
。
天
子
之
朝
服
、
皮
弁
服
也
」
参
照
。

②
『
儀
礼
』
覲
礼

26x14a

「
侯
氏
裨
冕
。
」
注14a10

「
裨
冕
者
、
衣
裨

衣
而
冠
冕
也
。
裨
之
爲
言
埤
也
。
天
子
六
服
、
大
裘
爲
上
、
其
餘
爲
裨
、

以
事
尊
卑
服
之
、
而
諸
侯
亦
服
焉
。
上
公
衮
、
無
升
龍
。
侯
伯
鷩
、
子

男
毳
、
孤
絺
、
卿
大
夫
玄
、
此
差
司
服
所
掌
也
。
」

③
『
儀
礼
』
覲
礼
に
は
直
接
廟
受
を
言
う
表
現
は
見
え
な
い
。
た
だ
『
周

礼
』
春
官
・
司
服21-9a

「
眡
朝
則
皮
弁
服
」
の
注9a6

で
は
「
視
朝
、

視
内
外
朝
之
事
。
…
王
受
諸
侯
朝
覲
於
廟
則
衮
冕
」
と
朝
覲
に
お
け
る

廟
受
が
言
わ
れ
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

○

正
義
に
曰
く
、
「
国
事
を
聴
く
」
は
、
経
文
の
「
朝
を
視
る
」
の
事
を
解
し

た
も
の
だ
。
「
諸
侯
、
天
子
に
朝
す
る
に
、
必
ず
裨
冕
す
る
は
、
将
に
廟
受
せ

ん
と
す
る
が
為
な
り
」
と
言
う
の
は
、
諸
侯
が
国
朝
を
視
る
に
は
、（
通
常
は
）

玄
（
く
ろ
）
い
冠
、
緇
（
く
ろ
）
い
衣
、
素
（
し
ろ
）
の
裳
（
の
朝
服
）
を
用

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
こ
こ
で
、
国
朝
を
視
る
の
に
裨
冕
の
服
を
着
て

い
る
の
は
、
思
う
に
（
朝
覲
の
礼
を
記
し
た
『
儀
礼
』
の
）
覲
礼
に
、
「
侯
氏

（
＝
諸
侯
）
は
裨
冕
し
て
」
、
天
子
は
諸
侯
を
廟
で
受
け
入
れ
る
、
と
あ
る
か

ら
で
、
だ
か
ら
鄭
玄
は
「
諸
侯
、
天
子
に
朝
す
る
に
、
必
ず
裨
冕
す
る
は
、
将

に
廟
受
せ
ん
と
す
る
が
為
な
り
」
と
言
う
の
だ
。
天
子
が
廟
中
で
（
諸
侯
た
る
）

自
分
に
接
見
す
る
礼
を
言
っ
た
も
の
だ
。
今
、
諸
侯
が
天
子
に
朝
覲
し
に
行
く

に
お
い
て
、
天
子
が
廟
中
で
（
諸
侯
た
る
）
自
分
に
接
見
す
る
礼
が
あ
る
の
で
、

そ
こ
で
諸
侯
は
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
に
敬
意
を
表
し
、
冕
服
を
身
に
つ
け
て
（
そ

の
ま
ま
自
分
の
）
国
朝
を
視
る
の
だ
。

【
経
】
（
六
葉
表
七
行
）

命
祝
史
、
告
于
社
稷
宗
廟
山
川
。

［
書
き
下
し
文
］

祝
史
①
に
命
じ
て
、
社
稷
宗
廟
山
川
に
告
げ
し
む
。

①
曾
子
問
篇
に
見
え
る
「
祝
史
」
が
一
官
な
の
か
「
祝
」
と
「
史
」
の

二
官
で
あ
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。
『
礼
記
』
で
は
他
に
王
制13-7b

と

郊
特
牲26-16a

に
「
祝
史
」
の
語
が
見
え
、
前
者
「
凡
執
技
以
事
上
者
、

祝
、
史
、
射
、
御
、
醫
、
卜
及
百
工
」
で
は
「
祝
」
と
「
史
」
が
分
け
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ら
れ
て
い
る
が
（
注7b3

「
言
技
謂
此
七
者
」
参
照
）
、
後
者
「
禮
之
所

尊
、
尊
其
義
也
。
失
其
義
陳
數
、
祝
史
之
事
也
」
で
は
「
祝
史
」
と
熟

し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
『
儀
礼
』
で
は
燕
礼14-5b

、15-12a

と

大
射18-18a

に
見
え
る
が
、
燕
礼14-5b

に
対
応
す
る
大
射16-10a

で

は
「
祝
史
」
で
は
な
く
「
大
史
」
と
な
っ
て
い
る
（
『
儀
礼
』
に
見
え
る

「
祝
史
」
に
つ
い
て
は
川
原
寿
市
『
儀
礼
釈
攷
』
第
四
冊
・
燕
礼
、
一

五
〇
頁
、
注

参
照
）
。『
左
伝
』
で
は
桓
公
六
年
伝6-17b

「
祝
史
正
辭
、

35

信
也
」
を
は
じ
め
と
し
て
頻
出
し
、
同
疏

17b10

は
「
祝
官
史
官
正
其

言
辭
、
不
欺
誑
鬼
神
、
是
其
信
也
」
と
「
祝
」
「
史
」
を
区
別
し
て
い
る

が
、
一
官
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
こ
で
は
一
官
で
あ
る
と
し
て

解
釈
し
て
お
く
。

［
現
代
語
訳
］

祝
史
に
命
じ
て
、
（
出
行
の
こ
と
を
）
社
稷
、
宗
廟
、
山
川
に
告
げ
さ
せ
る
。

【
注
】
（
六
葉
表
八
行
）

臨
行
、
又
徧
告
宗
廟
、
孝
敬
之
心
也
。

［
書
き
下
し
文
］

行
に
臨
ん
で
、
又
た
徧
く
宗
廟
に
告
ぐ
る
は
、
孝
敬
の
心
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

出
行
に
臨
ん
で
、
さ
ら
に
ま
た
あ
ま
ね
く
宗
廟
に
告
げ
る
の
は
、
孝
敬
の
心
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
七
葉
表
三
行
）

①
○
正
義
曰
、
按
上
文
云
、
諸
侯
適
天
子
、
必
告
于
祖
、
奠
于
禰
。
此
又
命
祝

史
、
告
于
宗
廟
山
川
、
是
臨
行
。
一
告
宗
廟
、
則
知
後
再
告
、
故
云
臨
行
又
徧

告
宗
廟
、
孝
敬
之
心
也
。
言
徧
告
宗
廟
、
則
五
廟
皆
告
也
。
前
云
告
于
祖
者
、

亦
祖
禰
皆
告
也
。

①
こ
の
部
分
の
標
起
止
は
「
○
命
祝
史
告
于
社
稷
宗
廟
山
川
○
注
臨
行

又
徧
告
宗
廟
孝
敬
之
心
也
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
「
○
命
祝
史
告
于

社
稷
宗
廟
山
川
」
の
部
分
は
経
文
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
だ
け
で
特
に
注

解
を
加
え
て
い
な
い
か
ら
本
来
不
要
な
は
ず
で
あ
る
が
、
八
行
本
に
も

こ
こ
に
対
応
す
る
部
分
が
あ
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
按
ず
る
に
上
文
に
「
諸
侯
、
天
子
に
適
く
に
、
必
ず
祖
に
告

げ
、
禰
に
奠
く
」
と
云
ひ
、
此
に
又
た
祝
史
に
命
じ
て
、
宗
廟
山
川
に
告
ぐ
る

は
、
是
れ
行
に
臨
む
な
り
。
一
た
び
宗
廟
に
告
ぐ
れ
ば
、
則
ち
後
に
再
び
告
ぐ

る
を
知
る
、
故
に
「
行
に
臨
ん
で
、
又
た
徧
く
宗
廟
に
告
ぐ
る
は
、
孝
敬
の
心

な
り
」
と
云
ふ
。
「
徧
く
宗
廟
に
告
ぐ
」
と
言
は
ば
、
則
ち
五
廟
皆
な
告
ぐ
る

な
り
。
前
に
「
祖
に
告
ぐ
」
と
云
ふ
も
、
亦
た
祖
禰
皆
な
告
ぐ
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
思
う
に
上
文
で
「
諸
侯
、
天
子
に
適
く
に
、
必
ず
祖
に
告
げ
、

禰
に
奠
く
」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
さ
ら
に
ま
た
祝
史
に
命
じ
て
、
宗
廟
山

川
に
告
げ
る
（
と
言
い
て
い
る
）
の
は
、
出
行
に
臨
ん
で
の
こ
と
（
を
言
っ
て

い
る
）
の
だ
。
（
先
に
）
一
た
び
宗
廟
に
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
に

再
び
告
げ
る
と
わ
か
る
の
だ
。
だ
か
ら
「
行
に
臨
ん
で
、
又
た
徧
く
宗
廟
に
告

ぐ
る
は
、
孝
敬
の
心
な
り
」
と
言
う
の
だ
。
「
徧
く
宗
廟
に
告
ぐ
」
と
言
う
の
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で
あ
る
か
ら
、
（
始
祖
お
よ
び
高
祖
以
下
の
）
五
廟
す
べ
て
に
告
げ
る
の
で
あ

る
。
前
文
で
「
祖
に
告
ぐ
」
と
言
う
の
も
、
ま
た
祖
・
禰
（
の
五
廟
）
す
べ
て

に
告
げ
る
の
だ
。

【
経
】
（
六
葉
表
八
行
）

乃
命
國
家
五
官
、
而
後
行
。

［
書
き
下
し
文
］

乃
ち
国
家
の
五
官
に
命
じ
て
、
而
る
後
に
行
く
。

［
現
代
語
訳
］

そ
こ
で
国
家
の
五
官
に
（
不
在
中
の
職
事
に
つ
い
て
）
命
じ
て
、
そ
の
後
に
出

行
す
る
の
だ
。

【
注
】
（
六
葉
表
九
行
）

五
官
、
五
大
夫
與
事
者
。
命
者
、
敕
之
以
其
職
。

［
書
き
下
し
文
］

五
官
は
、
五
大
夫
の
事
に
与
る
者
な
り
。
命
ず
る
と
は
、
之
を
敕
（
い
ま
し
む
）

る
に
其
の
職
を
以
て
す
。

［
現
代
語
訳
］

五
官
は
、
国
事
に
与
る
五
人
の
大
夫
の
こ
と
。
命
ず
る
と
は
、
そ
の
職
事
に
つ

い
て
戒
め
る
と
い
う
こ
と
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
七
葉
表
五
行
）

①
○
正
義
曰
、
按
大
宰
云
、
建
其
牧
、
立
其
監
、
設
其
參
、
傅
其
伍
。
是
諸
侯

有
三
卿
五
大
夫
。
經
云
五
官
、
故
云
五
大
夫
。
以
屬
官
大
夫
、
其
數
衆
多
、
直

云
五
者
、
據
與
國
事
者
言
之
。
不
云
命
卿
者
、
或
從
君
出
行
、
或
雖
在
國
留
守
、

摠
主
羣
吏
、
如
三
公
②
然
、
不
專
主
一
事
、
且
尊
之
。
既
命
五
大
夫
、
則
卿
亦

命
之
、
可
知
、
故
不
顯
言
命
卿
也
。
命
者
、
謂
戒
敕
以
所
掌
之
事
也
。

①
こ
の
部
分
の
標
起
止
は
「
○
乃
命
國
家
五
官
而
后
行
○
注
五
官
至
其

職
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
「
○
乃
命
國
家
五
官
而
后
行
」
の
部
分
は

経
文
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
だ
け
で
特
に
注
解
を
加
え
て
い
な
い
か
ら
本

来
不
要
な
は
ず
で
あ
る
が
、
八
行
本
に
も
こ
こ
に
対
応
す
る
部
分
が
あ

る
。

②
底
本
は
「
三
公
」
を
「
二
公
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
按
ず
る
に
（
『
周
礼
』
春
官
・
）
大
宰2-17a

に
云
ふ
、
「
其

の
牧
を
建
て
、
其
の
監
を
立
て
、
其
の
参
を
設
け
、
其
の
伍
を
傅
す
」
と
。
是

れ
諸
侯
に
三
卿
五
大
夫
有
り
①
。
経
に
「
五
官
」
と
云
ふ
、
故
に
「
五
大
夫
」

と
云
ふ
。
属
官
の
大
夫
、
其
の
数
衆
多
な
る
を
以
て
、
直
だ
「
五
」
と
云
ふ
は
、

国
事
に
与
る
者
に
拠
り
て
之
を
言
へ
ば
な
り
。
卿
に
命
ず
る
を
云
は
ざ
る
は
、

或
は
君
に
従
ひ
て
出
行
し
、
或
は
国
に
在
り
て
留
守
す
と
雖
も
、
群
吏
を
摠
主

す
る
こ
と
、
三
公
の
如
く
然
り
、
一
事
を
専
主
せ
ず
②
、
且
つ
之
を
尊
べ
ば
な

り
。
既
に
五
大
夫
に
命
ず
れ
ば
、
則
ち
卿
も
亦
た
之
に
命
ず
る
こ
と
、
知
る
べ

し
、
故
に
顕
か
に
卿
に
命
ず
る
を
言
は
ざ
る
な
り
③
。
命
と
は
、
戒
敕
す
る
に

掌
る
所
の
事
を
以
て
す
る
を
謂
ふ
な
り
。

①
『
周
礼
』
春
官
・
大
宰
注

2-17a8

「
以
侯
伯
有
功
德
者
、
加
命
作
州

長
、
謂
之
牧
、
（
『
周
礼
』
春
官
・
大
宗
伯18-21a

）
所
謂
「
八
命
作
牧
」

礼記注疏訳注稿（八）―曾子問第七（二）―（末永）
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者
。
監
、
謂
公
侯
伯
子
男
、
各
監
一
國
。『
書
』（
梓
材14-25b

）
曰
、「
王

啓
監
厥
亂
爲
民
」
。
參
、
謂
卿
三
人
。
伍
、
謂
大
夫
五
人
」
参
照
。
な
お
、

「
傅
」
は
孫
詒
譲
『
正
義
』
に
従
い
「
｛
尃
攵
｝
」
（
敷
）
の
仮
借
と
解
す

る
（
｛

｝
で
括
っ
た
文
字
は
ワ
ー
プ
ロ
に
無
い
文
字
を
そ
の
構
成
要
素

に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
。
以
下
同
じ
）
。

②
三
公
が
一
事
を
専
主
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
百
官
公
卿

表
「
（
周
官
）
太
師
、
太
傅
、
太
保
、
是
爲
三
公
、
蓋
參
天
子
、
坐
而
議

政
、
無
不
總
統
、
故
不
以
一
職
爲
官
名
」
参
照
。

③
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
は
、
こ
の
正
義
の
解
釈
に
対
し
「
五
官
、
謂

司
徒
・
司
馬
之
屬
、
卿
大
夫
皆
得
爲
之
。
春
秋
時
魯
季
孫
爲
司
徒
、
孟

孫
爲
司
空
、
叔
孫
爲
司
馬
、
皆
卿
也
。
言
命
五
官
、
則
卿
大
夫
咸
受
命

矣
」
と
解
し
て
、
『
礼
記
』
曲
礼
下

4-23b

「
天
子
之
五
官
、
曰
司
徒
、

司
馬
、
司
空
、
司
士
、
司
寇
、
典
司
五
衆
」
を
は
じ
め
と
し
て
諸
書
に

見
え
る
「
五
官
」
の
用
例
を
列
挙
し
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
思
う
に
『
周
礼
』
春
官
・
大
宰
に
、
「
（
州
の
長
官
で
あ
る
）

牧
を
建
て
、（
一
国
の
長
で
あ
る
）
監
を
立
て
、（
そ
の
補
佐
で
あ
る
）
三
（
卿
）
、

五
（
大
夫
）
を
敷
設
す
る
」
と
言
っ
て
お
り
、
諸
侯
に
三
卿
五
大
夫
が
あ
る
（
こ

と
が
わ
か
る
）
。
経
文
で
「
五
官
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
（
注
で
は
そ
れ
を

『
周
礼
』
に
引
き
当
て
て
）
「
五
大
夫
」
と
言
っ
た
の
だ
。
官
に
配
属
さ
れ
て

い
る
大
夫
の
数
は
多
い
の
に
、
た
だ
「
五
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
（
そ
れ
ぞ

れ
の
官
の
大
夫
の
ト
ッ
プ
と
し
て
）
国
事
に
あ
ず
か
る
者
に
つ
い
て
言
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
）
卿
に
命
ず
る
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
あ
る
い

は
（
卿
は
）
君
に
つ
き
従
っ
て
出
行
（
し
て
不
在
に
）
す
る
か
ら
で
あ
り
、
あ

る
い
は
国
に
居
て
留
守
を
預
か
る
場
合
で
も
、
（
天
子
の
）
三
公
の
よ
う
に
群

吏
を
総
括
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
一
つ
の
事
だ
け
を
主
ど
る
わ
け
で
は
な
く
（
そ
れ

を
「
五
官
」
と
言
う
の
は
適
切
で
な
い
し
）
、
か
つ
こ
れ
を
尊
ん
だ
か
ら
で
あ

る
。
（
尊
ぶ
が
ゆ
え
に
卿
に
命
ず
る
と
言
わ
な
い
と
い
う
の
は
）
す
で
に
五
大

夫
に
命
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
（
在
国
の
）
卿
に
も
ま
た
命
ず
る
こ
と
が
わ
か
る

か
ら
、
（
下
級
の
臣
下
に
対
す
る
よ
う
に
）
あ
か
ら
さ
ま
に
卿
に
命
ず
る
と
は

言
わ
な
い
の
だ
。
命
ず
る
と
は
、
職
掌
の
事
に
つ
い
て
戒
め
る
こ
と
を
言
う
の

だ
。

【
経
】
（
六
葉
表
九
行
）

道
而
出
。

［
書
き
下
し
文
］

道
し
て
出
づ
。

［
現
代
語
訳
］

（
道
中
安
全
を
祈
願
し
て
）
道
路
の
神
を
祭
っ
て
か
ら
出
立
す
る
。

【
注
】
（
六
葉
表
九
行
）

祖
道
也
。
聘
禮
曰
①
、
出
祖
、
釋
軷
、
祭
酒
脯
也
。

①
底
文
は
「
曰
」
字
無
し
。
『
校
勘
記
』
お
よ
び
八
行
本
に
よ
り
補
う
。

［
書
き
下
し
文
］

祖
道
な
り
。
聘
礼
に
曰
く
、
「
出
で
て
祖
す
①
。
軷
を
釈
（
お
）
き
、
酒
脯
を

祭
る
」
と
。
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②
「
祖
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
大
雅
・
韓
奕18.4-6b

に
も
「
韓
侯
出

祖
、
出
宿
于
屠
、
顯
父
餞
之
、
清
酒
百
壺
」
と
見
え
て
い
る
。
そ
の
箋6b5

「
祖
、
將
去
而
犯
軷
也
。
既
覲
而
反
國
必
祖
者
、
尊
其
所
往
、
去
則
如

始
行
焉
。
祖
於
國
外
畢
、
乃
出
宿
、
示
行
不
留
於
是
也
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

（
「
道
」
は
、
）
道
路
の
神
を
祭
る
（
祖
の
祭
を
す
る
）
こ
と
。
（
『
儀
礼
』
）
聘

礼
に
、
「
（
国
門
を
）
出
て
（
道
路
の
神
を
祭
る
）
祖
の
祭
り
を
す
る
。
（
そ
の

際
に
、
道
路
の
険
阻
に
か
た
ど
っ
て
、
盛
り
土
し
た
）
軷
を
作
り
お
き
、
酒
や

脯
（
ほ
し
に
く
）
を
祭
る
」
と
言
う
（
の
が
そ
れ
だ
）
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
七
葉
表
八
行
）

○
正
義
曰
、
經
言
道
而
出
、
明
諸
侯
將
行
、
爲
祖
祭
道
神
、
而
後
出
行
。
引
聘

禮
者
、
證
祖
道
之
義
。
按
聘
禮
記
云
、
出
祖
、
釋
軷
、
祭
酒
脯
。
彼
注
云
、
祖
、

始
也
。
行
出
國
門
、
止
陳
車
騎
、
釋
酒
脯
之
奠
於
軷
、
爲
行
始
也
。
春
秋
傳
曰
、

軷
渉
山
川
。
然
則
軷
山
①
行
之
名
也
。
道
路
以
險
阻
爲
難
、
是
以
委
土
爲
山
、

或
伏
牲
其
上
。
使
者
爲
軷
、
祭
酒
脯
、
祈
告
也
。
禮
畢
、
然
後
乘
車
、
轢
之
而

遂
行
。
其
有
牲
、
犬
羊
可
也
。
此
城
外
之
軷
祭
也
。
其
五
祀
行
神
、
則
在
宮
内
、

故
鄭
注
聘
禮
云
、
行
謂
行
者
之
先
、
其
古
人
之
名
未
聞
。
天
子
諸
侯
有
常
祀
在

冬
也
。
喪
禮
有
毀
宗
躐
行
、
出
于
大
門
、
則
行
神
之
位
、
在
廟
門
外
西
方
。
又

鄭
注
月
令
、
軷
壇
、
厚
二
寸
、
廣
五
尺
、
輪
四
尺
。
周
禮
注
云
、
以
菩
芻
棘
柏

爲
神
主
。
此
鄭
釋
爲
軷
祭
之
義
。
此
軷
亦
有
尸
、
故
詩
生
民
云
、
取
羝
以
軷
。

注
燔
②
烈
其
肉
爲
尸
羞
、
是
也
。

①
底
本
は
「
山
」
を
「
止
」
に
作
る
。
聘
礼
注
お
よ
び
八
行
本
に
よ
っ

て
改
め
る
。

②
底
本
は
「
燔
」
を
｛
米
番
｝
に
作
る
。
『
校
勘
記
』
、
『
詩
』
箋
お
よ
び

八
行
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
経
に
道
し
て
出
づ
と
言
は
ば
、
諸
侯
将
に
行
か
ん
と
す
れ
ば
、

道
神
を
祖
祭
す
る
を
為
し
て
、
而
る
後
に
出
行
す
る
を
明
ら
か
に
す
。
聘
礼
を

引
く
は
、
祖
道
の
義
を
証
す
。
按
ず
る
に
聘
礼
記
に
云
ふ
①
、「
出
で
て
祖
し
、

軷
を
釈
き
、
酒
脯
を
祭
る
」
と
。
彼
（
か
し
こ
）
の
注
に
云
ふ
、
「
祖
は
、
始

な
り
。
行
き
て
国
門
を
出
で
、
止
ま
り
て
車
騎
を
陳
ね
、
酒
脯
の
奠
を
軷
に
釈

き
、
行
の
始
め
と
為
す
な
り
。
『
春
秋
』
伝
に
曰
く
②
、
「
山
川
を
軷
渉
す
」

と
。
然
ら
ば
則
ち
軷
は
山
行
の
名
な
り
。
道
路
は
険
阻
を
以
て
難
と
為
す
、
是

を
以
て
土
を
委
（
つ
）
み
て
山
と
為
し
、
或
は
牲
を
其
の
上
に
伏
す
。
使
者
軷

の
為
に
、
酒
脯
を
祭
り
、
祈
り
告
ぐ
る
な
り
。
礼
畢
り
、
然
る
後
に
車
に
乗
り
、

之
を
轢
き
て
遂
に
行
く
。
其
の
牲
有
る
は
、
犬
羊
可
な
り
」
と
。
此
れ
城
外
の

軷
祭
な
り
。
其
の
五
祀
の
行
神
は
、
則
ち
宮
内
に
在
り
。
故
に
鄭
、
聘
礼
に
注

し
て
云
ふ
③
、
「
行
は
行
者
の
先
を
謂
ふ
、
其
の
古
人
の
名
は
未
だ
聞
か
ず
。

天
子
諸
侯
は
常
祀
有
り
て
冬
に
在
り
。
喪
礼
に
④
「
宗
を
毀
ち
て
行
を
躐
し
、

大
門
を
出
づ
」
と
有
れ
ば
、
則
ち
行
神
の
位
、
廟
門
外
の
西
方
に
在
り
」
と
。

又
た
鄭
、
月
令
に
注
し
て
⑤
、「
軷
壇
、
厚
さ
二
寸
、
広
さ
五
尺
、
輪
は
四
尺
」

と
。
『
周
礼
』
注
に
云
ふ
⑥
、
「
菩
芻
棘
柏
を
以
て
神
主
と
為
す
」
と
。
此
れ

鄭
釈
し
て
軷
祭
の
義
と
為
す
。
此
の
軷
も
亦
た
尸
有
り
、
故
に
『
詩
』
生
民
に

云
ふ
⑦
、
「
羝
を
取
り
て
以
て
軷
す
」
と
。
注
に
「
其
の
肉
を
燔
烈
し
て
尸
羞

と
為
す
」
と
、
是
れ
な
り
。
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①
『
儀
礼
』
聘
礼
（
記
）24-4b

「
出
祖
、
釋
軷
、
祭
酒
脯
、
乃
飲
酒
于

其
側
。
」
注4b2

「
祖
、
始
也
。
既
受
聘
享
之
禮
、
行
出
國
門
、
止
陳
車

騎
、
釋
酒
脯
之
奠
於
軷
、
爲
行
始
也
。
詩
傳
曰
、
軷
、
道
祭
也
。
謂
祭

道
路
之
神
。
春
秋
傳
曰
、
軷
渉
山
川
。
然
則
軷
山
行
之
名
也
。
道
路
以

險
阻
爲
難
、
是
以
委
土
爲
山
、
或
伏
牲
其
上
。
使
者
爲
軷
、
祭
酒
脯
、

祈
告
也
。
卿
大
夫
處
者
、
於
是
餞
之
、
飲
酒
於
其
側
。
禮
畢
、
乘
車
、

轢
之
而
遂
行
、
舍
於
近
郊
矣
。
其
牲
犬
羊
可
也
。
古
文
軷
作
祓
。
」

②
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
八
年
伝38-22a

「
跋
渉
山
川
。
」
こ
の
「
跋
」

字
に
対
し
て
、
『
校
勘
記
』
は
「
案
儀
禮
聘
禮
注
云
、
詩
傳
曰
、
軷
、
道

祭
也
、
謂
祭
道
路
之
神
。
春
秋
傳
曰
軷
」
と
こ
の
聘
礼
注
を
引
く
が
、『
左

氏
会
箋
』
が
『
詩
』
鄘
風
・
載
馳3.2-8a

「
大
夫
跋
渉
」
の
伝8a1

「
草

行
曰
跋
、
水
行
曰
渉
」
を
引
い
て
注
す
る
よ
う
に
、
『
左
伝
』
の
原
文
と

し
て
は
「
跋
」
字
に
作
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
「
跋
」
、
「
軷
」
は
音

通
。

③
『
儀
礼
』
聘
礼19-6a

「
又
釋
幣
于
行
。
」
注6a4
「
告
將
行
也
。
行
者

之
先
、
其
古
人
之
名
未
聞
。
天
子
諸
侯
有
常
祀
在
冬
。
…
喪
禮
有
毀
宗

躐
行
、
出
于
大
門
、
則
行
神
之
位
、
在
廟
門
外
西
方
。
不
言
埋
幣
、
可

知
也
。
今
時
民
春
秋
祭
祀
有
行
神
、
古
之
遺
禮
乎
。
」
注
中
の
「
天
子
諸

侯
有
常
祀
在
冬
」
は
『
礼
記
』
月
令
で
冬
に
祀
る
五
祀
が
「
行
」
で
あ

る
こ
と
に
よ
る
。
下
注
の
⑤
参
照
。
た
だ
し
、
諸
侯
に
つ
い
て
明
文
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。

④
『
礼
記
』
檀
弓
上7-23b

「
掘
中
霤
而
浴
、
毀
竈
以
綴
足
。
及
葬
、
毀

宗
躐
行
、
出
于
大
門
、
殷
道
也
。
」
注23b4

「
明
不
復
有
事
於
此
。
周
人

浴
不
掘
中
霤
、
葬
不
毀
宗
躐
行
。
毀
宗
、
毀
廟
門
之
西
而
出
。
行
神
之

位
、
在
廟
門
之
外
。
」

⑤
『
礼
記
』
月
令
（
孟
冬
）17-9a

「
其
祀
行
」
注

9a5

「
行
在
廟
門
外

之
西
、
爲
軷
壤
、
厚
二
寸
、
廣
五
尺
、
輪
四
尺
。
祀
行
之
禮
、
北
面
設

主
于
軷
上
、
乃
制
腎
及
脾
爲
俎
、
奠
于
主
南
、
又
設
盛
于
俎
東
祭
肉
、

腎
一
脾
再
、
其
他
皆
如
祀
門
之
禮
。
」
こ
の
「
軷
壤
」
の
「
壤
」
字
に
つ

い
て
、『
校
勘
記
』
は
斉
召
南
説
や
、
こ
の
曾
子
問
疏
に
基
づ
い
て
「
壇
」

に
作
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
月
令
疏

9a7

に
よ
れ
ば
、
こ
の

鄭
注
は
逸
礼
の
『
中
霤
礼
』
に
基
づ
く
。
注
中
の
「
廣
」
「
輪
」
に
つ
い

て
同
疏

9a8

は
「
東
西
爲
廣
、
南
北
爲
輪
」
と
す
る
。
ま
た
『
周
礼
』

地
官
・
大
司
徒
疏10-1b3

引
く
馬
融
注
「
東
西
爲
廣
、
南
北
爲
輪
」
参

照
。

⑥
『
周
礼
』
夏
官
・
大
馭

32-15a

「
大
馭
掌
馭
王
路
以
祀
。
及
犯
軷
、

王
自
左
馭
、
馭
下
祝
、
登
受
轡
、
犯
軷
遂
驅
之
。
」
注15a7

「
行
山
曰
軷
。

犯
之
者
、
封
土
爲
山
象
、
以
菩
芻
棘
柏
爲
神
主
。
既
祭
之
、
以
車
轢
之

而
去
。
喩
無
險
難
也
。
春
秋
傳
曰
、
跋
渉
山
川
。
自
、
由
也
。
王
由
左

馭
、
禁
制
馬
使
不
行
也
。
故
書
軷
作
罰
。
杜
子
春
云
、
罰
當
爲
軷
。
軷

讀
爲
別
異
之
別
、
謂
祖
道
轢
軷
磔
犬
也
。
詩
云
、
載
謀
載
惟
、
取
蕭
祭

脂
、
取
羝
以
軷
。
詩
家
説
曰
、
將
出
祖
道
犯
軷
之
祭
也
。
聘
禮
曰
、
乃

舍
軷
、
飲
酒
于
其
側
。
禮
家
説
亦
謂
時
祭
。
」
注
中
の
「
菩
」
に
つ
い
て
、

孫
詒
譲
『
周
礼
正
義
』
は
『
釈
文
』
の
「
菩
、
…
一
音
倍
」
、
『
広
韻
』

上
声
・
海
「
蓓
、
黄
蓓
草
也
」
、
『
漢
書
』
宣
元
六
王
伝
「
治
石
象
瓠
山

立
石
、
束
倍
草
、
并
祠
之
」
、
顔
師
古
注
「
倍
草
、
黄
倍
草
也
」
を
引
き

「
是
古
野
祭
有
束
菩
草
爲
神
主
之
法
」
と
言
う
が
、
具
体
的
な
草
名
は

不
明
。
こ
こ
で
は
か
り
に
「
菩
芻
」
が
と
げ
の
あ
る
草
、
「
棘
柏
」
が
と
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げ
の
あ
る
（
低
）
木
で
あ
る
と
し
て
、
あ
わ
せ
て
「
い
ば
ら
」
と
し
て

お
く
。

⑦
『
詩
』
大
雅
・
生
民17.1-16a

「
取
羝
以
軷
、
載
燔
載
烈
。
」
伝16b2

「
羝
羊
、
牡
羊
也
。
軷
、
道
祭
也
。
傅
火
曰
燔
。
貫
之
加
于
火
曰
烈
。
」

箋

16b3
「
烈
之
言
爛
也
。
…
取
羝
羊
之
體
以
祭
神
、
又
燔
烈
其
肉
爲
尸

羞
焉
、
自
此
而
往
郊
。
」
注
の
「
尸
羞
」
に
つ
い
て
疏

19a6

は
「
又
燔

烈
其
肉
爲
尸
羞
、
言
又
者
、
亦
用
此
羝
之
肉
爲
之
也
。
以
七
祀
之
祭
皆

有
尸
、
明
軷
祭
亦
有
尸
、
其
燔
炙
者
、
事
尸
之
羞
、
故
云
爲
尸
羞
也
」

と
説
明
す
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
経
文
に
「
道
し
て
出
づ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
諸
侯
が
出

か
け
る
に
際
し
て
は
、
道
神
に
対
し
て
（
道
中
安
全
を
祈
願
す
る
）
祖
の
祭
り

を
行
っ
て
、
そ
の
後
に
出
発
す
る
こ
と
を
（
こ
の
注
で
）
明
ら
か
に
し
た
の
だ
。

聘
礼
を
引
用
す
る
の
は
、
道
（
神
）
に
祖
（
の
祭
り
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

証
拠
づ
け
た
の
だ
。
思
う
に
聘
礼
の
記
で
は
、
「
出
で
て
祖
し
、
軷
を
釈
き
、

酒
脯
を
祭
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
注
で
は
、「
祖
は
、
始
（
は
じ
め
）

と
い
う
意
味
だ
。
出
行
し
て
国
門
を
出
た
ら
、
そ
こ
で
止
ま
っ
て
車
騎
を
陳
ね

て
、
酒
や
脯
の
奠
（
そ
な
え
も
の
）
を
（
山
に
象
っ
た
盛
り
土
の
）
軷
に
置
い

て
（
祭
り
）
、
出
行
の
始
め
と
す
る
の
で
あ
る
。
『
春
秋
』
伝
で
は
、
「
山
川
を

軷
渉
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
（
「
渉
」
が
川
を
行
く
の
に
対
し
）
「
軷
」

は
山
を
行
く
と
い
う
（
意
味
の
）
語
だ
。
道
路
の
難
所
は
険
阻
な
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
、
土
を
積
み
上
げ
て
山
を
作
っ
て
（
険
阻
な
と
こ
ろ
に
象
り
）
、
あ
る

い
は
犠
牲
を
そ
の
上
に
伏
せ
る
。
そ
し
て
使
者
が
（
こ
の
道
神
を
象
徴
す
る
盛

り
土
の
）
軷
の
た
め
に
、
酒
や
脯
を
祭
っ
て
、
祈
り
告
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

礼
が
終
っ
た
後
に
車
に
乗
り
、
こ
れ
（
＝
盛
り
土
の
軷
と
そ
の
上
の
犠
牲
）
を

車
で
轢
い
て
そ
の
ま
ま
出
行
す
る
の
だ
。
犠
牲
を
用
い
る
場
合
は
、
犬
羊
い
ず

れ
で
も
か
ま
わ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
城
外
で
行
う
軷
の
祭
り
で
あ

る
。
（
他
方
）
か
の
五
祀
の
（
一
つ
で
あ
る
）
行
神
は
、
宮
中
に
い
る
。
だ
か

ら
鄭
玄
は
、
聘
礼
に
注
し
て
、
「
（
こ
の
五
祀
の
）
行
（
神
）
は
行
者
（
旅
行

者
）
の
最
初
の
人
物
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
古
人
の
名
は
聞
い
た
こ
と
が
な

い
。
天
子
諸
侯
で
は
（
四
時
の
）
常
祀
が
行
わ
れ
て
冬
に
祀
ら
れ
る
。
喪
礼
で

「
（
葬
送
に
際
し
て
）
宗
廟
（
の
西
側
の
牆
）
を
壊
し
て
行
（
神
の
位
）
を
踏

み
越
え
て
、
大
門
を
出
で
る
」
と
あ
る
の
よ
り
す
れ
ば
、
行
神
の
位
は
、
廟
門

外
の
西
方
に
在
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
鄭
玄
は
ま
た
、
月
令
に
注
し

て
、
「
軷
の
壇
は
、
厚
二
寸
、
幅
五
尺
、
縦
四
尺
」
と
言
い
、
『
周
礼
』
注
に
、

「
い
ば
ら
の
草
木
を
神
主
（
よ
り
し
ろ
）
と
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
鄭
玄
が
解
釈
し
た
軷
祭
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
（
出
行
時
の
）
軷
祭
に
お
い

て
も
尸
（
か
た
し
ろ
）
を
立
て
る
。
『
詩
』
生
民
に
、
「
羝
（
お
ひ
つ
じ
）
を

用
い
て
軷
祭
を
す
る
」
と
言
い
。
そ
の
注
に
「
そ
の
肉
を
ま
る
焼
き
に
し
て
尸

へ
の
羞
（
そ
な
え
も
の
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
：
つ
づ
き
）
】
（
七
葉
裏
四
行
）

其
牲
、
天
子
軷
用
犬
、
故
犬
人
云
、
伏
瘞
亦
如
之
。
注
云
、
伏
、
謂
伏
犬
於
軷

上
。
諸
侯
用
羊
、
詩
云
、
取
羝
以
軷
、
謂
諸
侯
也
。
卿
大
夫
以
酒
脯
。
既
行
祭

軷
竟
、
御
者
以
酒
祭
車
軾
前
、
及
車
左
右
轂
末
、
故
周
禮
大
馭
云
、
及
犯
軷
、

王
自
左
馭
、
馭
下
祝
、
登
受
轡
、
犯
軷
①
遂
驅
之
。
又
云
、
及
祭
②
酌
僕
、
僕

左
執
轡
、
右
祭
兩
軹
③
、
祭
軓
、
乃
飲
。
軹
、
即
轂
末
。
軓
④
、
謂
車
軾
前
、
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是
也
。
其
祭
宮
内
行
神
之
軷
、
及
城
外
祖
祭
之
軷
、
其
制
不
殊
。
崔
氏
云
、
宮

内
之
軷
、
祭
古
之
行
神
。
城
外
之
軷
、
祭
山
川
與
道
路
之
神
、
義
或
然
也
。
壇

名
山
、
其
神
曰
纍
。

①
底
本
は
「
軷
」
を
「
軹
」
に
作
る
。
『
周
礼
』
お
よ
び
八
行
本
に
よ
っ

て
改
め
る
。

②
底
本
は
「
祭
」
を
「
登
」
に
作
る
。
『
周
礼
』
に
よ
っ
て
改
め
る
。

③
底
本
は
「
軹
」
を
「
軷
」
に
作
る
。
『
周
礼
』
お
よ
び
八
行
本
に
よ
っ

て
改
め
る
。

④
底
本
は
「
軓
」
を
「
軌
」
に
誤
る
。
意
を
以
て
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

其
の
牲
、
天
子
は
軷
に
犬
を
用
ふ
、
故
に
犬
人
に
云
ふ
①
、
「
伏
瘞
も
亦
た
之

く
の
如
く
す
」
と
。
注
に
云
ふ
、
「
伏
は
、
犬
を
軷
上
に
伏
す
を
謂
ふ
」
と
。

諸
侯
は
羊
を
用
ふ
、
『
詩
』
に
、
「
羝
を
取
り
て
以
て
軷
す
」
と
云
ふ
は
、
諸

侯
を
謂
ふ
な
り
②
。
卿
大
夫
は
酒
脯
を
以
て
す
③
。
既
に
行
祭
し
て
軷
し
竟
れ

ば
、
御
者
酒
を
以
て
車
軾
の
前
に
祭
り
、
車
の
左
右
轂
末
に
及
ぶ
、
故
に
『
周

礼
』
大
馭
に
云
ふ
④
、
「
軷
を
犯
す
に
及
ん
で
は
、
王
左
自
り
馭
し
、
馭
し
下

り
て
祝
し
、
登
り
て
轡
を
受
け
、
軷
を
犯
し
、
遂
に
之
を
駆
る
」
と
。
又
た
云

ふ
⑤
、「
祭
る
に
及
ん
で
僕
に
酌
み
、
僕
左
に
轡
を
執
り
、
右
に
両
軹
を
祭
り
、

軓
を
祭
り
、
乃
ち
飲
む
」
と
。
軹
は
、
即
ち
轂
末
。
軓
は
、
車
軾
の
前
を
謂
ふ
、

是
れ
な
り
。
其
の
宮
内
行
神
を
祭
る
の
軷
、
及
び
城
外
祖
祭
の
軷
、
其
の
制
殊

な
ら
ず
。
崔
氏
云
ふ
、
「
宮
内
の
軷
は
、
古
の
行
神
を
祭
る
。
城
外
の
軷
は
、

山
川
と
道
路
と
の
神
を
祭
る
」
と
、
義
或
は
然
り
。
壇
の
名
は
山
、
其
神
を
纍

と
曰
ふ
⑥
。

①
『
周
礼
』
秋
官
・
犬
人

36-10a

「
犬
人
掌
犬
牲
。
凡
祭
祀
共
犬
牲
用

牷
物
、
伏
瘞
亦
如
之
。
」
注10a3

「
鄭
司
農
云
、
牷
、
純
也
。
物
、
色
也
。

伏
、
謂
伏
犬
、
以
王
車
轢
之
。
瘞
、
謂
埋
祭
也
。『
爾
雅
』（
釈
天6-14a

）

曰
、「
祭
地
曰
瘞
埋
。
」
」（
『
爾
雅
』
は
「
埋
」
の
本
字
「
薶
」
を
用
い
る
。
）

②
上
段
の
注
⑦
参
照
。
后
稷
が
行
う
祭
祀
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

諸
侯
の
礼
と
な
る
。

③
上
段
の
注
①
参
照
。
聘
礼
の
聘
使
は
卿
ま
た
は
大
夫
で
あ
る
か
ら
卿

大
夫
の
礼
と
な
る
。

④
上
段
の
注
⑥
参
照
。

⑤
『
周
礼
』
夏
官
・
大
馭

32-15b

「
及
祭
酌
僕
、
僕
左
執
轡
、
右
祭
兩

軹
、
祭
軓
乃
飲
。
」
注15b7

「
故
書
軹
爲
｛
車
幵
｝
、
軓
爲
範
。
杜
子
春

…
又
云
｛
車
幵
｝
當
作
軹
、
軹
謂
兩
轊
也
。
其
或
言
軷
亦
非
是
。
又
云

軓
當
爲
｛
車
巳
｝
、
｛
車
巳
｝
謂
車
前
軾
也
。
」
疏15b10

「
此
云
及
祭
酌

僕
者
、
即
上
文
將
犯
軷
之
時
、
當
祭
左
右
轂
未
及
軾
前
、
乃
犯
軷
而
去
。

酌
僕
者
、
使
人
酌
酒
與
僕
、
僕
即
大
馭
也
。
大
馭
則
左
執
轡
、
右
手
祭

兩
軹
、
并
祭
軌
之
軾
前
三
處
。
訖
乃
飲
。
飲
者
、
若
祭
末
飲
福
酒
。
乃

始
轢
軷
而
去
。
」

⑥
孫
詒
譲
『
周
礼
正
義
』
夏
官
・
大
馭
は
『
宋
書
』
律
暦
志
中
の
「
崔

寔
『
四
民
月
令
』
曰
、
祖
者
、
道
神
。
黄
帝
之
子
曰
累
祖
、
好
遠
遊
、

死
道
路
、
故
祀
以
爲
道
神
」
を
引
く
。

［
現
代
語
訳
］

そ
の
犠
牲
に
つ
い
て
、
天
子
は
軷
祭
に
犬
を
用
い
る
。
だ
か
ら
（
『
周
礼
』
秋

官
）
犬
人
に
、
「
（
軷
祭
に
お
け
る
）
伏
や
（
犠
牲
を
埋
め
る
）
瘞
に
お
い
て
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も
祭
祀
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
す
る
」
と
言
い
、
そ
の
注
に
「
伏
は
、
犬
を
軷

（
の
盛
り
土
）
の
上
に
伏
せ
る
こ
と
を
言
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
諸
侯
は

羊
を
用
い
る
。
『
詩
』
に
、
「
羝
（
お
ひ
つ
じ
）
を
用
い
て
軷
祭
を
す
る
」
と

言
う
の
は
、
諸
侯
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
だ
。
卿
大
夫
は
酒
と
脯
（
ほ
し
じ
）

を
用
い
る
。
行
の
祭
を
行
っ
て
軷
（
の
踏
み
越
え
）
を
終
え
れ
ば
、
御
者
は
酒

で
車
軾
の
前
に
祭
り
、
（
祭
る
こ
と
）
車
の
左
右
の
轂
の
末
に
ま
で
及
ぶ
。
だ

か
ら
『
周
礼
』
大
馭
に
、
「
軷
を
踏
み
越
え
る
に
際
し
、
王
は
（
自
ら
）
左
か

ら
（
車
を
）
馭
し
て
（
馬
を
制
止
し
）
、
馭
し
終
わ
る
と
（
王
は
車
か
ら
）
下

っ
て
祈
り
を
さ
さ
げ
、
（
今
度
は
大
馭
が
車
に
）
登
っ
て
轡
（
た
ず
な
）
を
受

け
、
軷
を
踏
み
越
え
て
、
そ
の
ま
ま
駆
（
っ
て
出
立
す
）
る
」
と
言
い
、
ま
た

「
（
そ
の
）
祭
り
に
際
し
て
は
、
僕
（
＝
大
馭
）
に
（
酒
を
）
酌
み
与
え
、
僕

は
左
手
で
轡
を
執
り
、
右
手
で
両
つ
の
軹
（
車
軸
の
あ
た
ま
）
を
（
酒
で
）
祭

り
、
軓
（
車
前
の
横
木
）
を
祭
り
、
そ
れ
か
ら
（
酒
を
）
飲
む
」
と
言
っ
て
い

る
。
（
こ
こ
で
の
）
軹
は
、
轂
（
車
軸
）
の
末
。
軓
は
、
車
の
軾
（
し
き
み
）

の
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
（
が
そ
の
祭
り
方
）
だ
。
宮
内
の
行
神
を
祭
る

場
合
の
軷
祭
と
、
城
外
の
祖
祭
の
場
合
の
軷
祭
と
で
は
、
そ
の
制
度
は
異
な
ら

な
い
。
崔
霊
恩
（
『
三
礼
義
宗
』
）
は
、「
宮
内
の
軷
祭
は
、
古
の
行
神
を
祭
り
、

城
外
の
軷
祭
は
、
山
川
と
道
路
と
の
神
を
祭
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
あ
る
い

は
そ
う
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
軷
祭
の
）
壇
の
名
は
山
、
そ
の
神
（
の

名
）
を
纍
と
言
う
。

【
経
】
（
六
葉
表
十
行
）

告
者
五
日
而
徧
、
過
是
非
禮
也
。

［
書
き
下
し
文
］

告
ぐ
る
こ
と
五
日
に
し
て
徧
く
し
、
是
を
過
ぐ
る
は
礼
に
非
ざ
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

五
日
以
内
に
あ
ま
ね
く
（
山
川
に
）
告
げ
る
。
こ
の
期
を
過
ぎ
る
の
は
礼
に
外

れ
る
。

【
注
】
（
六
葉
裏
一
行
）

既
告
、
不
敢
久
留
。

［
書
き
下
し
文
］

既
に
告
ぐ
れ
ば
、
敢
て
久
し
く
留
ま
ら
ず
。

［
現
代
語
訳
］

す
で
に
告
げ
終
わ
れ
ば
、（
早
々
に
出
立
し
）
久
し
く
留
ま
る
こ
と
は
し
な
い
。

【
疏
】
（
七
葉
裏
八
行
）

○
前
命
祝
史
告
山
川
、
而
諸
侯
猶
待
告
徧
乃
行
也
。
以
五
日
爲
期
、
若
近
者
乃

可
就
彼
告
、
若
遠
者
則
當
望
告
、
故
以
五
日
爲
限
也
。
所
以
爾
者
、
爲
先
以
告

廟
、
載
遷
主
、
若
久
留
不
去
、
則
爲
非
禮
、
故
云
過
是
非
禮
也
。
曲
禮
云
、
凡

爲
君
使
者
、
已
受
命
、
君
言
不
宿
於
家
、
是
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
前
に
祝
史
に
命
じ
て
山
川
に
告
げ
し
め
、
諸
侯
猶
ほ
告
ぐ
る
の
徧
き
を
待
ち

て
乃
ち
行
く
。
五
日
を
以
て
期
と
為
し
、
若
し
近
け
れ
ば
乃
ち
彼
に
就
き
て
告

ぐ
べ
く
、
若
し
遠
け
れ
ば
則
ち
当
に
望
み
て
告
ぐ
べ
し
、
故
に
五
日
を
以
て
限

と
為
す
な
り
。
爾
る
所
以
の
者
は
、
先
づ
以
て
廟
に
告
げ
、
遷
主
を
載
す
①
、
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若
し
久
し
く
留
ま
り
て
去
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
非
礼
と
為
る
が
為
に
、
故
に
「
是

を
過
ぐ
る
は
礼
に
非
ず
」
と
云
ふ
な
り
。
曲
礼
に
云
ふ
②
、
「
凡
そ
君
の
使
為

る
者
、
已
に
命
を
受
く
れ
ば
、
君
言
家
に
宿
せ
ず
」
と
、
是
れ
な
り
。

①
出
征
や
巡
守
に
お
い
て
遷
廟
の
主
を
載
せ
て
行
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、

曾
子
問
の
下
文

18-20a

に
「
曾
子
問
曰
、
古
者
師
行
、
必
以
遷
廟
主
行

乎
。
孔
子
曰
、
天
子
巡
守
、
以
遷
廟
主
行
、
載
于
齊
車
、
言
必
有
尊
也
」

と
見
え
て
い
る
が
、
諸
侯
が
天
子
の
と
こ
ろ
に
行
く
に
際
し
て
遷
廟
の

主
を
載
せ
て
行
く
こ
と
に
つ
い
て
明
文
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

②
『
礼
記
』
曲
礼
上3-1a
「
凡
爲
君
使
者
、
已
受
命
、
君
言
不
宿
於
家
。
」

曲
礼
の
鄭
注

1a3

は
「
言
謂
有
故
所
問
也
。
聘
禮
曰
、
君
有
言
、
則
以

束
帛
、
如
饗
禮
」
と
、
こ
の
「
言
」
を
『
儀
礼
』
聘
礼21-2a

「
若
有
言
、

則
以
束
帛
、
如
享
禮
」（
鄭
注2a8

「
有
言
、
有
所
告
請
、
若
有
所
問
也
」
）

お
よ
び
同
記24-3a

「
若
有
故
、
則
卒
聘
、
束
帛
加
書
將
命
」
（
鄭
注3a9

「
故
謂
災
患
及
時
事
相
告
請
也
」
）
と
結
び
つ
け
て
災
患
時
の
援
助
の
求

め
や
慰
問
の
言
葉
と
す
る
が
、
こ
こ
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

［
現
代
語
訳
］

○
前
に
祝
史
に
命
じ
て
山
川
に
告
さ
せ
て
お
り
、
諸
侯
は
あ
ま
ね
く
告
げ
終
え

た
の
を
待
っ
て
か
ら
、
出
立
す
る
の
だ
。
五
日
を
期
限
と
し
、
も
し
（
告
げ
る

山
川
が
）
近
け
れ
ば
そ
こ
ま
で
行
っ
て
告
げ
、
も
し
遠
（
く
て
あ
る
期
間
内
に

行
け
る
場
所
に
な
）
け
れ
ば
そ
の
方
角
を
望
ん
で
告
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
（
そ

の
遠
近
を
分
け
る
期
日
と
し
て
）
五
日
を
期
限
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う

し
て
そ
う
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
先
ず
廟
に
告
げ
て
、
遷
廟
の
主
（
親
が
尽
き

て
祖
廟
に
合
わ
せ
置
か
れ
て
い
る
木
主
）
を
（
車
に
）
載
せ
て
い
る
の
で
、
も

し
久
し
く
留
ま
っ
て
出
発
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
（
遷
廟
の
主
に
対
し
て
）
非

礼
と
な
る
の
で
、
そ
れ
で
こ
の
期
日
を
過
ぎ
る
の
は
礼
に
外
れ
る
と
言
う
の
だ
。

（
『
礼
記
』
）
曲
礼
に
、
「
凡
そ
君
の
使
者
た
る
も
の
、
す
で
に
君
命
を
受
け
れ

ば
、
君
が
託
し
た
言
葉
を
一
晩
家
に
留
め
置
く
こ
と
は
し
な
い
」
と
言
っ
て
い

る
の
が
、
こ
れ
（
と
同
じ
精
神
に
よ
る
も
の
）
だ
。

【
経
】
（
六
葉
裏
一
行
）

凡
告
用
牲
幣
、
反
亦
如
之
。

［
書
き
下
し
文
］

凡
そ
告
ぐ
る
に
牲
幣
①
を
用
ふ
、
反
る
も
亦
た
之
の
如
く
す
。

①
鄭
注
に
従
い
「
制
幣
」
の
誤
写
で
あ
る
と
し
て
解
し
て
お
く
が
、「
（
犠
）

牲
」
と
「
幣
（
帛
）
」
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

［
現
代
語
訳
］

凡
そ
（
社
稷
、
宗
廟
、
山
川
に
）
告
げ
る
に
際
し
て
は
（
一
丈
八
尺
の
布
で
あ

る
）
制
幣
を
用
い
る
、
帰
還
し
た
時
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
す
る
。

【
注
】
（
六
葉
裏
一
行
）

牲
當
爲
制
字
之
誤
也
。
制
幣
、
一
丈
八
尺
。

［
書
き
下
し
文
］

牲
、
当
に
制
字
の
誤
り
と
為
す
べ
し
。
制
幣
は
、
一
丈
八
尺
①
。

①
『
儀
礼
』
聘
礼19-5b

「
釋
幣
制
玄
纁
束
。
」
注5b4

「
祝
釋
之
也
。
凡

物
十
曰
束
。
玄
纁
之
率
、
玄
居
三
、
纁
居
二
。
朝
貢
禮
云
、
純
四
只
、
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制
丈
八
尺
。
」
同
既
夕
礼40-2a

「
贈
用
制
幣
玄
纁
束
。
」
注2a2

「
丈
八

尺
曰
制
、
二
制
合
之
、
束
十
制
五
合
。
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

「
牲
」
字
は
、
「
制
」
字
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
制
幣
は
、
一
丈
八
尺
（
の
布
）

で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
七
葉
裏
十
行
）

○
正
義
曰
、
皇
氏
熊
氏
以
此
爲
諸
侯
禮
、
不
應
用
牲
、
故
牲
當
爲
制
。
其
天
子
、

則
當
用
牲
。
故
熊
氏
云
、
鄭
注
周
禮
大
祝
職
、
引
此
文
云
、
告
用
牲
幣
、
不
破

牲
字
、
是
天
子
用
牲
幣
也
。
必
知
天
子
用
牲
者
、
校
人
云
、
王
所
過
山
川
、
則

飾
黄
駒
、
是
用
牲
也
。
必
知
諸
侯
不
用
牲
者
、
約
下
文
云
幣
帛
皮
圭
以
告
、
故

知
不
用
牲
也
。
或
天
子
諸
侯
出
入
、
有
告
有
祭
、
故
告
用
制
幣
一
丈
八
尺
。
其

卿
大
夫
、
唯
入
祭
而
已
、
故
聘
禮
既
使
而
反
、
祭
用
牲
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
皇
氏
熊
氏
以
（
お
も
へ
）
ら
く
此
れ
諸
侯
の
礼
為
れ
ば
、
応

に
牲
を
用
ふ
べ
か
ら
ず
、
故
に
牲
、
当
に
制
と
為
す
べ
し
。
其
の
天
子
は
、
則

ち
当
に
牲
を
用
ふ
べ
し
。
故
に
熊
氏
云
ふ
、
「
鄭
、
『
周
礼
』
大
祝
職
に
注
し

て
、
此
の
文
を
引
き
て
、
「
告
ぐ
る
に
牲
幣
を
用
ふ
」
と
云
ひ
て
、
牲
字
を
破

ら
ず
①
、
是
れ
天
子
牲
幣
を
用
ふ
る
な
り
。
必
ず
天
子
の
牲
を
用
ふ
る
を
知
れ

る
は
、
校
人
に
云
ふ
②
、
王
の
過
ぐ
る
所
の
「
山
川
は
、
則
ち
黄
駒
を
飾
る
」

と
、
是
れ
牲
を
用
ふ
る
な
り
。
必
ず
諸
侯
の
牲
を
用
ひ
ざ
る
を
知
れ
る
は
、
下

文
に
「
幣
帛
皮
圭
以
て
告
ぐ
」
と
云
ふ
を
約
す
③
、
故
に
牲
を
用
ひ
ざ
る
を
知

る
な
り
。
或
は
天
子
諸
侯
出
入
す
る
に
、
告
有
り
祭
有
り
、
故
に
告
に
制
幣
一

丈
八
尺
を
用
ふ
。
其
の
卿
大
夫
は
、
唯
だ
入
る
に
祭
る
の
み
、
故
に
聘
礼
既
に

使
し
て
反
れ
ば
、
祭
る
に
牲
を
用
ふ
る
な
り
④
。

①
『
周
礼
』
春
官
・
大
祝

25-18a

「
大
會
同
、
造
于
廟
、
宜
于
社
、
過

大
山
川
、
則
用
事
焉
。
反
行
舍
奠
。
」
注18a2

「
用
事
、
亦
用
祭
事
告
行

也
。
玉
人
職
有
宗
祝
以
黄
金
勺
前
馬
之
禮
、
是
謂
過
大
山
川
與
。
曾
子

問
曰
、
凡
告
必
用
牲
幣
、
反
亦
如
之
。
」
注
中
に
見
え
る
玉
人
職
は
『
周

礼
』
考
工
記
・
玉
人41-5a

「
大
璋
中
璋
九
寸
。
邊
璋
七
寸
。
射
四
寸
、

厚
寸
、
黄
金
勺
、
青
金
外
、
朱
中
、
鼻
寸
、
衡
四
寸
、
有
繅
。
天
子
以

巡
守
、
宗
祝
以
前
馬
。
」

②
『
周
礼
』
夏
官
・
校
人33-5b

「
凡
將
事
于
四
海
山
川
、
則
飾
黄
駒
。
」

注5b2

「
四
海
、
猶
四
方
也
。
王
巡
守
、
過
大
山
川
、
則
有
殺
駒
以
祈
沈

禮
與
。
玉
人
職
有
宗
祝
以
黄
金
勺
前
馬
之
禮
。
」

③
曾
子
問

18-20b

「
孔
子
曰
、
天
子
諸
侯
將
出
、
必
以
幣
帛
皮
圭
、
告

于
祖
禰
。
」
こ
こ
で
は
「
天
子
諸
侯
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
を
根
拠

に
、
諸
侯
だ
け
が
「
幣
帛
皮
圭
」
を
用
い
て
犠
牲
を
用
い
な
い
こ
と
を

導
く
の
は
適
切
と
は
言
え
な
い
。

④
『
儀
礼
』
聘
礼23-9b

で
は
「
釋
幣
于
門
。
乃
至
于
禰
、
筵
几
于
室
、

薦
脯
醢
」
と
あ
る
だ
け
で
、
「
牲
」
へ
の
言
及
は
な
い
。
聘
礼
鄭
注

9b4

で
は
「
門
、
大
門
也
。
…
主
出
于
行
、
入
于
門
、
不
兩
告
、
告
所
先
見

也
」
と
出
行
の
際
は
行
神
の
み
、
帰
還
の
際
は
門
神
の
み
に
「
告
」
げ

る
と
し
、
こ
れ
を
「
祭
」
と
は
表
現
し
て
い
な
い
（
「
薦
脯
醢
」
下
の
注10a1

も
「
告
反
也
」
と
表
現
す
る
）
。
同
疏

10a1

で
は
「
云
筵
几
于
室
者
、

還
以
特
牲
少
牢
、
司
宮
設
席
于
奧
、
東
面
右
几
。
但
無
牲
牢
、
進
脯
醢

而
已
、
以
告
祭
、
非
常
故
也
」
（
こ
こ
で
の
「
以
特
牲
少
牢
」
は
特
牲
少
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牢
の
礼
を
用
い
る
と
い
う
意
味
。
少
牢
饋
食
礼47-10b

「
司
宮
筵
于
奧
、

祝
設
几
于
筵
上
右
之
」
、
特
牲
饋
食
礼44-11b

「
祝
筵
几
于
室
中
東
面
」

参
照
）
と
言
い
、
こ
の
場
合
は
「
牲
牢
」
を
用
い
な
い
と
し
て
い
て
、

曾
子
問
疏
と
食
い
違
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
疏
の
こ
の
部
分
の
議
論
は

不
明
で
あ
る
が
、
一
応
、
原
文
の
言
葉
の
ま
ま
に
訳
を
与
え
て
お
く
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
皇
侃
と
熊
安
生
は
、
「
こ
れ
は
諸
侯
の
礼
で
あ
り
、
（
告
げ

る
に
際
し
て
諸
侯
は
）
犠
牲
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、「
牲
」
字
は
、「
制
」

字
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
子
の
場
合
は
、
犠
牲
を
用
い
る
の
だ
」

と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
熊
安
生
は
、
「
鄭
玄
は
『
周
礼
』
大
祝
職
に
注
す
る

に
際
し
て
、
こ
の
（
曾
子
問
篇
の
）
文
を
引
い
て
、
「
告
げ
る
の
に
牲
幣
（
犠

牲
と
幣
帛
）
を
用
い
る
」
と
言
っ
て
、
「
牲
」
字
の
ま
ま
で
読
ん
で
お
り
、
こ

れ
が
天
子
が
牲
幣
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
天
子
が
犠
牲

を
用
い
る
と
た
し
か
に
分
か
る
の
は
、
（
『
周
礼
』
）
校
人
に
、
王
が
通
過
す
る

「
山
川
（
に
告
げ
る
に
際
し
て
）
は
、
（
そ
の
犠
牲
の
）
黄
駒
を
飾
る
」
と
言

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
（
天
子
が
）
犠
牲
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
諸
侯
が
犠

牲
を
用
い
な
い
と
た
し
か
に
分
か
る
の
は
、
下
文
で
「
幣
帛
皮
圭
を
用
い
て
告

げ
る
」
と
言
う
の
を
要
約
す
れ
ば
（
こ
こ
に
犠
牲
が
現
れ
な
い
か
ら
）
、
犠
牲

を
用
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。
あ
る
い
は
天
子
諸
侯
は
出
入
に
際
し
て
、

告
と
祭
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
告
に
は
制
幣
の
一
丈
八
尺
の
布
を
用
い
（
祭
に

は
犠
牲
を
用
い
）
る
の
だ
。
卿
大
夫
の
場
合
は
、
（
大
門
を
）
入
る
に
際
し
て

祭
の
み
を
行
う
。
だ
か
ら
（
『
儀
礼
』
）
聘
礼
で
使
者
の
務
め
を
終
え
て
家
に

帰
れ
ば
、
犠
牲
を
用
い
て
祭
る
の
だ
。

【
経
】
（
六
葉
裏
二
行
）

諸
侯
相
見
、
必
告
于
禰
。

［
書
き
下
し
文
］

諸
侯
相
ひ
見
る
に
、
必
ず
禰
に
告
ぐ
。

［
現
代
語
訳
］

諸
侯
が
（
他
国
に
赴
い
て
）
互
い
に
面
会
す
る
に
際
し
て
は
、
必
ず
禰
廟
に
告

げ
る
。

【
注
】
（
六
葉
裏
二
行
）

道
近
、
或
可
以
不
親
告
祖
。

［
書
き
下
し
文
］

道
近
け
れ
ば
、
或
は
以
て
親
ら
祖
に
告
げ
ざ
る
べ
し
①
。

①
鄭
玄
は
下
注6b6

で
「
同
出
入
禮
」
と
し
て
お
り
、
出
る
に
際
し
て

も
祖
禰
と
も
に
告
げ
る
の
を
原
則
と
し
て
、
こ
の
経
で
は
「
道
近
」
で

あ
る
場
合
の
特
例
を
記
し
た
と
解
釈
す
る
。

［
現
代
語
訳
］

（
他
国
へ
の
）
道
が
近
い
場
合
は
、
あ
る
い
は
親
ら
祖
に
告
げ
な
く
て
も
よ
い

（
か
ら
禰
に
の
み
告
げ
る
）
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
八
葉
表
三
行
）

○
正
義
曰
、
以
直
云
告
于
禰
、
是
據
其
道
近
、
故
云
或
可
以
不
親
告
祖
。
知
諸

侯
不
直
告
禰
者
、
下
文
云
、
反
必
親
告
于
祖
禰
。
明
出
時
亦
告
祖
禰
、
爲
道
近
、
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唯
告
禰
耳
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
直
だ
「
禰
に
告
ぐ
」
と
云
ふ
は
、
是
れ
其
の
道
近
き
に
拠
る

を
以
て
、
故
に
「
或
は
以
て
親
ら
祖
に
告
げ
ざ
る
べ
し
」
と
云
ふ
。
諸
侯
直
だ

禰
に
告
ぐ
の
み
な
ら
ざ
る
を
知
れ
る
は
、
下
文
に
云
ふ
、
「
反
れ
ば
必
ず
親
ら

祖
禰
に
告
ぐ
」
と
。
明
ら
け
し
出
づ
る
時
も
亦
た
祖
禰
に
告
ぐ
る
こ
と
、
道
近

き
が
為
に
、
唯
だ
禰
に
告
ぐ
る
の
み
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
（
祖
に
言
及
せ
ず
）
た
だ
「
禰
に
告
ぐ
」
と
だ
け
言
っ
て
い

る
の
に
つ
い
て
、
（
鄭
玄
は
）
そ
の
（
他
国
へ
の
）
道
が
近
い
こ
と
を
根
拠
に

し
て
、
そ
れ
で
「
あ
る
い
は
親
ら
祖
に
告
げ
な
く
て
も
よ
い
の
だ
」
と
言
う
の

だ
。
諸
侯
が
た
だ
禰
に
告
げ
る
だ
け
で
は
な
い
と
分
か
る
の
は
、
下
文
で
、「
帰

れ
ば
必
ず
親
ら
祖
禰
に
告
げ
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
よ
っ
て
出
立
の
時

に
も
ま
た
祖
と
禰
と
告
げ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
（
こ
こ
で
は
そ
の
）
道

が
近
い
が
た
め
に
、
た
だ
禰
の
み
に
告
げ
る
の
だ
。

【
経
】
（
六
葉
裏
二
行
）

朝
服
而
出
、
視
朝
。

［
書
き
下
し
文
］

朝
服
し
て
出
で
、
朝
を
視
る
。

［
現
代
語
訳
］

朝
服
の
い
で
た
ち
で
、
国
朝
を
視
（
て
国
事
を
聴
き
）
、

【
注
】
（
六
葉
裏
三
行
）

朝
服
、
爲
事
故
也
。

［
書
き
下
し
文
］

朝
服
す
る
は
、
事
を
為
す
が
故
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

朝
服
を
着
る
の
は
、
（
会
盟
や
弔
問
等
の
）
事
を
お
こ
な
う
か
ら
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
八
葉
表
五
行
）

○
正
義
曰
、
朝
服
爲
事
故
者
、
或
會
或
弔
之
事
、
諸
侯
朝
服
玄
冠
緇
衣
素
裳
。

以
上
文
諸
侯
朝
天
子
、
冕
而
出
、
視
朝
、
爲
將
廟
受
、
尊
敬
天
子
、
習
其
禮
、

故
著
冕
服
。
諸
侯
相
①
朝
、
亦
雖
在
廟
受
、
降
下
天
子
、
不
敢
冕
服
、
唯
著
臨

朝
聽
事
之
服
、
故
云
、
朝
服
爲
事
故
也
。
熊
氏
又
云
、
此
朝
服
謂
皮
弁
服
、
以

天
子
用
以
視
朝
、
故
謂
之
朝
服
。
論
語
云
、
吉
月
、
必
朝
服
而
朝
。
注
云
、
朝

服
、
皮
弁
服
、
是
也
。
必
知
朝
服
皮
弁
服
者
、
聘
禮
諸
侯
相
聘
皮
弁
服
。
明
相

朝
亦
皮
弁
服
、
此
義
爲
勝
也
。

①
底
本
は
「
相
」
を
「
視
」
に
誤
る
。
八
行
本
に
よ
り
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
朝
服
す
る
は
、
事
を
為
す
が
故
な
り
」
と
は
、
或
は
会
し

或
は
弔
ふ
の
事
、
諸
侯
朝
服
玄
冠
緇
衣
素
裳
す
。
以
（
お
も
へ
）
ら
く
上
文
諸

侯
の
天
子
に
朝
す
る
に
、
冕
し
て
出
で
、
朝
を
視
る
は
、
将
に
廟
受
せ
ん
と
す

る
が
為
な
り
。
天
子
を
尊
敬
し
、
其
の
礼
を
習
ふ
、
故
に
冕
服
を
著
く
。
諸
侯

相
ひ
朝
す
る
も
、
亦
た
廟
に
在
り
て
受
く
と
雖
も
、
天
子
に
降
下
し
、
敢
て
冕

服
せ
ず
、
唯
だ
朝
に
臨
み
事
を
聴
く
の
服
を
著
く
、
故
に
云
ふ
、
「
朝
服
す
る
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は
、
事
を
為
す
が
故
な
り
」
と
。
熊
氏
又
た
云
ふ
、
「
此
の
朝
服
は
皮
弁
服
を

謂
ふ
、
天
子
用
ひ
て
以
て
朝
を
視
る
を
以
て
、
故
に
之
を
朝
服
と
謂
ふ
①
。『
論

語
』
に
云
ふ
②
、
「
吉
月
、
必
ず
朝
服
し
て
朝
す
」
と
。
注
に
云
ふ
、
「
朝
服

は
、
皮
弁
服
な
り
」
と
、
是
れ
な
り
。
必
ず
朝
服
の
皮
弁
服
な
る
を
知
れ
る
は
、

聘
礼
、
諸
侯
相
聘
す
る
に
皮
弁
服
す
③
。
明
け
し
相
ひ
朝
す
る
も
亦
た
皮
弁
服

す
る
こ
と
」
と
、
此
の
義
勝
れ
り
と
為
す
。

①
天
子
が
皮
弁
服
で
朝
を
視
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
周
礼
』
春
官
・
司

服21-9a

「
眡
朝
、
則
皮
弁
服
。
」
注9a6

「
視
朝
、
視
内
外
朝
之
事
。
皮

弁
之
服
、
十
五
升
白
布
衣
。
積
素
以
爲
裳
。
王
受
諸
侯
朝
覲
於
廟
、
則

衮
冕
」
お
よ
び
、
『
礼
記
』
玉
藻29-5a

「
（
天
子
）
皮
弁
以
日
視
朝
、
遂

以
食
」
参
照
。

②
『
論
語
』
郷
党10-6a

「
吉
月
、
必
朝
服
而
朝
。
」
注6a2

「
孔
曰
、
吉

月
、
月
朔
也
。
朝
服
、
皮
弁
服
。
」
た
だ
し
熊
氏
の
引
く
注
は
鄭
玄
注
。

『
通
徳
遺
書
所
見
録
』
お
よ
び
敦
煌
本p2510
（
金
谷
治
『
唐
抄
本
鄭
氏

注
論
語
集
成
』
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
、
二
八
六
頁
）
参
照
。
な
お
「
朝

服
而
朝
」
の
語
は
『
礼
記
』
玉
藻29-22b

に
も
「
孔
子
曰
、
朝
服
而
朝
。

卒
朔
、
然
後
服
之
」
と
見
え
て
い
る
。
そ
の
疏22a7

で
「
朝
服
、
緇
衣

素
裳
。
而
朝
、
謂
毎
日
朝
君
。
卒
朔
然
後
服
之
者
、
卒
朔
、
謂
卒
告
朔

之
時
。
服
皮
弁
告
朔
、
禮
終
、
脱
去
皮
弁
、
而
後
服
朝
服
也
」
と
言
う

の
は
、
同
篇

29-6b

「
（
諸
侯
）
皮
弁
以
聽
朔
於
大
廟
、
朝
服
以
日
視
朝

於
内
朝
」
に
よ
っ
て
、
聴
朔
時
に
着
け
る
皮
弁
服
と
一
般
の
朝
服
と
を

区
別
し
た
も
の
。
こ
こ
で
の
熊
氏
は
、
玉
藻
篇
に
お
け
る
こ
の
区
別
を

無
視
し
た
形
で
議
論
を
し
て
い
る
。

③
『
儀
礼
』
聘
礼20-6a

「
賓
皮
弁
聘
、
至
于
朝
（
注6a4

：
服
皮
弁
者
、

朝
聘
主
相
尊
敬
也
。
諸
侯
視
朔
皮
弁
服
）
。
」
同20-8b

「
公
皮
弁
迎
賓
于

大
門
内
。
」
同22-3a

「
賓
皮
弁
、
迎
大
夫
于
外
門
外
、
再
拜
。
」
同23-1a

「
君
使
卿
皮
弁
還
玉
于
館
（
注1a3

：
皮
弁
者
、
始
以
此
服
受
之
、
不
敢

不
終
也
）
。
賓
皮
弁
、
襲
、
迎
于
外
門
外
、
不
拜
。
」

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
朝
服
す
る
は
、
事
を
為
す
が
故
な
り
」
と
は
、
会
盟
や
弔

問
な
ど
の
事
を
行
う
の
に
、
諸
侯
は
朝
服
す
な
わ
ち
玄
冠
（
黒
い
冠
）
緇
衣
（
黒

い
上
着
）
素
裳
（
白
の
裳
裾
）
を
身
に
付
け
る
と
い
う
こ
と
だ
。
思
う
に
、
上

文
で
諸
侯
が
天
子
に
朝
す
る
際
し
て
、
冕
服
の
い
で
た
ち
で
、
国
朝
を
視
る
の

は
、
こ
れ
か
ら
（
天
子
の
）
廟
で
（
礼
を
）
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
天
子
を
尊

敬
し
、
そ
の
礼
を
習
ふ
か
ら
、
冕
服
を
着
け
る
の
だ
。
諸
侯
が
互
い
に
朝
す
る

に
際
し
て
も
、
ま
た
廟
に
お
い
て
（
礼
を
）
受
け
る
の
で
は
あ
る
が
、
天
子
よ

り
は
降
し
て
、
敢
て
冕
服
を
着
用
せ
ず
、
唯
だ
（
通
常
の
国
）
朝
に
臨
み
国
事

を
聴
く
際
の
服
を
着
用
す
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
「
朝
服
す
る
は
、
事
を
為
す
が

故
な
り
」
と
言
う
の
だ
。
熊
安
生
は
ま
た
、
「
こ
の
朝
服
は
皮
弁
服
の
こ
と
を

言
う
。
天
子
が
こ
れ
を
着
用
し
て
朝
を
視
る
か
ら
、
こ
れ
を
朝
服
（
朝
を
視
る

時
の
服
）
と
言
う
の
だ
。
『
論
語
』
で
、
「
吉
月
に
、
必
ず
朝
服
を
着
用
し
て

朝
す
る
」
と
言
い
、
そ
の
注
に
、
「
朝
服
は
、
皮
弁
服
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言

っ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
だ
。
こ
の
朝
服
が
皮
弁
服
で
あ
る
と
た
し
か
に
わ
か
る

の
は
、
聘
礼
で
は
、
諸
侯
が
（
卿
大
夫
を
使
わ
せ
て
）
相
い
聘
す
る
に
際
し
て

（
諸
侯
も
使
者
も
）
皮
弁
服
を
着
用
す
る
。
よ
っ
て
諸
侯
が
（
自
ら
出
向
い
て
）

相
い
朝
す
る
場
合
に
も
皮
弁
服
を
着
用
す
る
の
は
明
ら
か
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
解
釈
は
す
ぐ
れ
て
い
よ
う
。
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【
経
】
（
六
葉
裏
三
行
）

命
祝
史
、
告
于
五
廟
所
過
山
川
。

［
書
き
下
し
文
］

祝
史
に
命
じ
て
、
五
廟
・
過
ぐ
る
所
の
山
川
に
告
げ
し
む
。

［
現
代
語
訳
］

祝
史
に
命
じ
て
、
五
廟
と
通
過
す
る
山
川
に
告
さ
せ
る
。

【
注
】
（
六
葉
裏
四
行
）

山
川
所
不
過
、
則
不
告
、
貶
於
適
天
子
也
。

［
書
き
下
し
文
］

山
川
の
過
ぎ
ざ
る
所
は
、
則
ち
告
げ
ざ
る
は
、
天
子
に
適
く
よ
り
貶
す
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

通
過
し
な
い
山
川
に
つ
い
て
、
告
げ
な
い
の
は
、
天
子
の
と
こ
ろ
に
行
く
よ
り

も
等
級
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

【
経
】
（
六
葉
裏
四
行
）

亦
命
國
家
五
官
。
道
而
出
。
反
必
親
告
于
祖
禰
、
乃
命
祝
史
、
告
至
于
前
所
告

者
、
而
后
聽
朝
而
入
。

［
書
き
下
し
文
］

亦
た
国
家
の
五
官
に
命
ず
。
道
し
て
出
ず
。
反
れ
ば
必
ず
親
ら
祖
禰
に
告
げ
、

乃
ち
祝
史
に
命
じ
て
、
至
る
を
前
に
告
ぐ
る
所
の
者
に
告
げ
、
而
る
后
に
朝
を

聴
き
て
入
る
」
と
。

［
現
代
語
訳
］

ま
た
国
家
の
五
官
に
（
留
守
中
の
国
事
に
つ
い
て
）
命
じ
る
。
（
道
中
安
全
を

祈
願
す
る
）
道
の
祭
を
行
っ
て
出
立
す
る
。
帰
還
す
れ
ば
必
ず
親
ら
祖
禰
の
廟

に
告
げ
、
そ
こ
で
祝
史
に
命
じ
て
、
出
発
に
際
し
て
至
る
こ
と
を
告
げ
た
山
川

に
も
告
げ
さ
せ
、
そ
の
後
に
国
朝
（
で
留
守
中
の
国
事
）
を
聴
い
て
か
ら
（
寝

に
）
入
る
の
だ
」
と
。

【
注
】
（
六
葉
裏
六
行
）

反
必
親
告
祖
禰
、
同
出
入
禮
。

［
書
き
下
し
文
］

反
れ
ば
必
ず
親
ら
祖
禰
に
告
ぐ
る
は
、
出
入
の
礼
を
同
じ
く
す
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

帰
還
す
れ
ば
必
ず
親
ら
祖
禰
の
廟
に
告
げ
る
の
は
、
出
入
時
の
礼
を
同
じ
く
す

る
と
い
う
こ
と
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
八
葉
表
八
行
）

○
正
義
曰
、
庾
蔚
云
、
鄭
當
謂
出
入
所
告
、
理
不
容
殊
、
而
諸
侯
相
①
見
、
出

不
云
告
祖
者
、
或
道
近
變
其
常
禮
耳
、
故
反
必
親
告
祖
禰
、
以
明
出
入
之
告
、

其
禮
不
殊
也
。

①
底
本
は
「
相
」
を
「
祖
」
に
誤
る
。
八
行
本
に
よ
り
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
庾
蔚
云
ふ
、「
鄭
、
当
に
出
入
告
ぐ
る
所
、
理
と
し
て
容
（
ま

さ
）
に
殊
な
る
べ
か
ら
ず
、
而
る
に
諸
侯
相
ひ
見
る
に
、
出
ず
る
に
祖
に
告
ぐ
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る
を
云
は
ざ
る
は
、
或
は
道
近
く
し
て
其
の
常
礼
を
変
ず
る
の
み
、
故
に
反
れ

ば
必
ず
親
ら
祖
禰
に
告
ぐ
と
い
ひ
て
、
以
て
出
入
の
告
、
其
の
殊
な
ら
ざ
る
を

明
ら
か
に
す
と
謂
ふ
べ
し
」
と
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
庾
蔚
は
、
「
鄭
玄
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
は
次
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
ろ
う
。
（
す
な
わ
ち
）
出
入
時
に
告
げ
る
相
手
は
、
道
理
と
し
て
異
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
侯
が
相
い
見
え
る
の
に
、
出
立
に

際
し
て
祖
廟
に
告
げ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
あ
る
い
は
そ
の
道
が
近

い
が
た
め
に
そ
の
常
礼
を
変
じ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
「
帰
還
に
際
し

て
必
ず
親
ら
祖
禰
の
廟
に
告
げ
る
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
入
時
に
告
げ

る
相
手
が
異
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
７
Ｋ
０
２
２
０
６
に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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